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は じ め に 

 

平素より、介護保険事業の推進のためご支援、ご協力を賜り厚く感謝申し上げます。 

さて、現在、我が国では少子高齢化が急速に進むなか、

本町においても、令和５年には高齢化率が3３.３％となっ

ており、今後高齢者が３人に１人を上回る人口構成になる

と予想されます。 

これまで神川町では、高齢者が住みなれた地域で自分ら

しい暮らしを最後まで続けることができるよう、「地域包

括ケアシステム」の深化・推進に向けた取り組みとともに、

中核的な役割を担う地域包括支援センターの機能強化を図ってきました。 

今回策定した神川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画では、令和6年度か

ら令和8年度までの3年間を計画期間とし、「健康で生きがいのある支え合いのまち

づくり」を基本理念に、地域の住民が役割を持ち、支え合い、助け合いながら暮らす

ことのできる地域共生社会の実現を目指し、これまでの取り組みを継続・強化しなが

ら進めてまいります。 

今後も、町民の皆様の参加と関係機関・関係団体との綿密な連携・協働のもと、だ

れもが自分らしく生きがいをもって生活できる環境づくりを目指し、各種施策に取り

組んでまいりますので、一層のご理解・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

結びになりますが、本計画の策定にあたりご指導、ご審議いただきました神川町介

護保険運営協議会委員の皆様をはじめ、アンケート調査にご協力いただきました町民

の皆様並びに関係各位の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 

令和6年３月 

神川町長  櫻 澤  晃  

 

 

 

 

写真 
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第１章 計画の概要 

 

 

第１節 計画策定にあたって 

 

日本の総人口は、総務省の推計によると、令和５年 10 月１日現在１億 2,434 万人と

なっており、そのうち高齢者人口は 3,622 万人で高齢化率は 29.1％となっています。

また、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計（令和５年推計）によると、

いわゆる団塊ジュニア世代が全員 65 歳以上となる令和 22 年の高齢化率は 34.8％と高

齢者が３人に１人を上回る人口構成になると予想されています。 
 

本町においては、総人口が緩やかに減少するとともに、高齢化率は年々増加していま

す。令和５年 10 月１日現在の総人口は 12,943 人（住民基本台帳より）、そのうち高齢

者人口は 4,314 人を占め、高齢化率は 33.3％となっています。高齢化率は今後も上昇

を続けると見込まれます。 
 

令和 22 年に向けて、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者の増加も予測され、介

護サービスへの需要は更に増加・多様化する一方、生産年齢人口の減少が予測されるこ

とから、高齢者及び介護を支える人的基盤の確保が必要となります。国は今後の高齢者

施策（介護保険事業（支援）計画）の基本的な考え方として、介護サービス基盤の計画

的な整備（地域の実情に応じたサービス基盤の整備、在宅サービスの充実）、地域包括

ケアシステムの深化・推進に向けた取り組み（地域共生社会の実現、医療・介護情報基

盤の整備、保険者機能の強化）、システムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性

向上を掲げています。 
 

本町では、令和３年度から令和５年度までを計画期間とする「神川町高齢者福祉計画・

第８期介護保険事業計画」において、高齢者が住みなれた地域で自分らしい暮らしを最

後まで続けることができるよう、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けた取り

組みとともに、中核的な役割を担う地域包括支援センターの機能強化を図ってきました。

これまでの取り組みを引き継ぎ、本町に暮らす高齢者がそれぞれの住みなれた地域にお

いて、自分らしく安心して暮らしていけるまちづくりを目指し、町民・事業者・行政が

協働して高齢者福祉の充実に取り組んでいけるよう、「健康で生きがいのある支え合い

のまちづくり」を基本理念に、令和 22 年を見据えた中長期的展望を踏まえて、令和６

年度から令和８年度までの３年間を計画年度とする「神川町高齢者福祉計画・第９期介

護保険事業計画」を策定しました。 

 

 第１章 計画の概要 
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第２節 計画の位置づけ 

 

本計画は、高齢者福祉計画と介護保険事業計画を併せ、神川町における高齢者の総

合的・基本的計画として一体的に策定しています。 

また、町の個別計画として、町の上位計画である「神川町総合計画」の理念に基づ

いて策定されるものです。 

 

 

１．「神川町高齢者福祉計画」の位置づけ 

 

本町の高齢者に関する総合的計画として、本町の特性を踏まえ、老人福祉法に基づく

老人福祉計画として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「第９期神川町介護保険事業計画」の位置づけ 

 

本計画は、介護保険法に基づくものであり、利用者が自らの選択により保健・医療・

福祉にわたる総合的な介護サービスが受けられるよう、今後３年間の年度ごとに必要な

サービス量とその費用を見込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 条の８第１項 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老

人福祉計画」という。）を定めるものとする。 

老人福祉法 
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３．関連計画との整合性 

 

本計画の策定にあたっては、｢神川町総合計画｣を上位計画とし策定します。 

また、国の「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指

針（以下「基本指針」という。）」や県の関連計画などとの調和が不可欠であり、次のよ

うな計画との関連に配慮しています。 

 

① 国の基本指針 

厚生労働省から告示として示される「基本指針」に則って策定します。 

 

② 県の計画 

埼玉県の計画である「埼玉県高齢者支援計画」や「埼玉県地域保健医療計画」な

どとの整合性を図るものとします。 

 

③ 町の計画 

町の計画では、｢神川町総合計画｣との整合性を図り策定します。また、地域福祉

計画や障害者計画・障害福祉計画（障害児福祉計画）などの福祉関連計画及びその

他関連計画と整合性を図ります。 

 

 

  

第 117条第１項 市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事

業計画」という。）を定めるものとする。 

第 117 条第６項 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第 20条の８第１項に規定

する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 

第 117条第 10 項 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第 107条第１項に規定す

る市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第４条の２第１項に

規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって

要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれ

たものでなければならない。 

介護保険法 
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第３節 計画の期間 

 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの３年を１期とする「神川町高齢者福祉計

画・第９期介護保険事業計画」として策定し、計画最終年度の令和８年度に計画の見直

しを行います。 

なお、本計画の期間中に団塊の世代（昭和 22（1947）年から昭和 24（1949）年生ま

れ）の全員が 75 歳以上の後期高齢者となり、今後は介護が必要な高齢者が急速に増加

していくことが予想されます。さらに、団塊ジュニア世代（昭和 46（1971）年から昭和

49（1974）年生まれ）が 65歳以上となり、85 歳以上人口の急速な増加が見込まれる令

和 22年も見据えて、中長期的な視点に立った計画とします。 

 

 

■計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１
（2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2027） （2028） （2029）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

第８期計画

令和３（2021）年度～

令和５（2023）年度

第９期計画

令和６（2024）年度～

令和８（2026）年度

第10期計画

令和９（2027）年度～

令和11（2029）年度

見直し 見直し 見直し

令和22（2040）年度までの中長期的な視点を踏まえて策定
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第４節 第９期計画策定における主な視点 

 

１．第９期介護保険事業計画において記載を充実する事項 
 

国は、第９期介護保険事業計画において記載を充実する事項として、次の３点をあげ

ています。（出典：社会保障審議会(介護保険部会 令和５年７月 10 日 第 107 回)資料） 

 

ポイント１ 介護サービス基盤の計画的な整備 
 
○ 中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種別

の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤

を計画的に確保していく必要性  
○ 医療・介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化  
○ サービス提供事業者を含め、地域の関係者とサービス基盤の整備の在り方を議論することの

重要性  
○ 居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備

を推進することの重要性  
○ 居宅要介護者の在宅生活を支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型

居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及  
○ 居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅療

養支援の充実  

 

ポイント２ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 
 
○ 総合事業の充実化について、第９期計画に集中的に取り組む重要性  
○ 地域リハビリテーション支援体制の構築の推進  
○ 認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含む家族介護者支援の取組  
○ 地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備等  
○ 重層的支援体制整備事業などによる障害者福祉や児童福祉など他分野との連携促進  
○ 認知症施策推進大綱の中間評価を踏まえた施策の推進  
○ 高齢者虐待防止の一層の推進  
○ 介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進  
○ 地域共生社会の実現という観点からの住まいと生活の一体的支援の重要性  
○ 介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための情報基盤を整備  
○ 地域包括ケアシステムの構築状況を点検し、結果を第９期計画に反映。国の支援として点検

ツールを提供  
○ 保険者機能強化推進交付金等の実効性を高めるための評価指標等の見直しを踏まえた取

組の充実  
○ 給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化、介護給付費の不合理な地域差の

改善と給付適正化の一体的な推進  
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ポイント３ 
地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性 

向上の推進 
 
○ ケアマネジメントの質の向上及び人材確保  
○ ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取組の推進  
○ 外国人介護人材定着に向けた介護福祉士の国家資格取得支援等の学習環境の整備  
○ 介護現場の生産性向上に資する様々な支援・施策に総合的に取り組む重要性  
○ 介護の経営の協働化・大規模化により、サービスの品質を担保しつつ、人材や資源を有効に

活用  
〇 文書負担軽減に向けた具体的な取組（標準様式例の使用の基本原則化、「電子申請・届出

システム」利用の原則化）  
○ 財務状況等の見える化  
○ 介護認定審査会の簡素化や認定事務の効率化に向けた取組の推進  

 

 

２．介護保険関係の主な改正事項 
 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律が令和５年５月に公布されました。これに伴う介護保険関係の主な改正事項

は以下のとおりです。 

 

① 介護情報基盤の整備 

介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険

者と一体的に実施する。 
 

② 介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業

者の事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備する。 
 

③ 介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取り組みに係る努力義務 

介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取り組みを推進する。 
 

④ 看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

看護小規模多機能型居宅介護（看多機）について、サービス内容の明確化等を通じて、

更なる普及を進める。 
 

⑤ 地域包括支援センターの体制整備等 

地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体

制を整備する。 
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第５節 計画の策定体制 

 

１．神川町介護保険運営協議会の設置 
 

本計画の策定にあたっては、有識者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者を代表

する者などを委員とする「神川町介護保険運営協議会」により、計画内容を審議してき

ました。 

 

２．行政内部の連携体制 
 

本計画の策定にあたっては、高齢者福祉・介護保険制度に関わる課を主管課とし、庁

内関係各課との連携を図り、運営協議会で出された意見等を参考にしながら、具体的な

施策の検討・調整を行いました。 

 

３．高齢者等実態調査の実施 
 

神川町高齢者福祉計画・介護保険事業計画を見直すにあたり、高齢者の生活状況や健

康状態などをうかがい、介護の実態や課題、意見や要望を把握し、策定の基礎資料とす

るために実施しました。 

 

４．地域包括ケア「見える化」システムによる分析 
 

厚生労働省が都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を

総合的に支援するために導入した地域包括ケア「見える化」システムを活用し、地域間

比較等による現状分析や本町における課題抽出、将来推計による介護サービス見込量の

算出を行いました。 

 

５．パブリックコメントの実施 
 

策定過程においては、パブリックコメントを実施し、広く町民に意見を求めました。 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 

 

第１節 高齢者の現状 

 

１．人口の推移 
 

本町の総人口は減少傾向にあり、令和５年には 12,943 人となっています。年齢区分

別では、年少人口（０歳～14歳）と生産年齢人口（15歳～64歳）が減少し、高齢者人

口（65歳以上）が増加しています。 

総人口に対する年齢区分別割合では、年少人口と生産年齢人口が低下し、高齢者人口

の割合（高齢化率）は上昇しています。 

 

■人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：実数（人）、構成比（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※神川町：住民基本台帳（各年 10月１日現在） 

埼玉県：埼玉県町（丁）字別人口調査（令和５年１月１日現在） 

全国：「人口推計」（総務省統計局 令和５年 10月１日現在） 

※四捨五入の関係で、合計値が各項目の合計と一致しない場合があります。 

 第２章 高齢者を取り巻く現状 

1,503 1,441 1,390 1,319 1,264 1,185

8,141 7,946 7,782 7,647 7,589 7,444

4,059 4,172 4,240 4,252 4,293 4,314

29.6
30.8

31.6 32.2 32.7 33.3

0

7

14

21

28

35

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和２

(2020)年

令和３

(2021)年

令和４

(2022)年

令和５

(2023)年

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口 高齢化率

（人） （％）

13,703 13,559 13,412 13,218 13,146 12,943

埼玉県
全国

(万人)

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和５ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年 (2023)年 (2023)年

実数 1,503 1,441 1,390 1,319 1,264 1,185 860,489 1,419

構成比 11.0 10.6 10.4 10.0 9.6 9.2 11.7 11.4

実数 8,141 7,946 7,782 7,647 7,589 7,444 4,542,770 7,393

構成比 59.4 58.6 58.0 57.9 57.7 57.5 61.5 59.2

実数 4,059 4,172 4,240 4,252 4,293 4,314 1,977,748 3,622

構成比 29.6 30.8 31.6 32.2 32.7 33.3 26.8 29.0

前期高齢者 実数 2,172 2,228 2,286 2,305 2,246 2,184 923,065 1,614

（65～74歳） 構成比 15.9 16.4 17.0 17.4 17.1 16.9 12.5 12.9

後期高齢者 実数 1,887 1,944 1,954 1,947 2,047 2,130 1,054,683 2,008

（75歳以上） 構成比 13.8 14.3 14.6 14.7 15.6 16.5 14.3 16.1

実数 13,703 13,559 13,412 13,218 13,146 12,943 7,381,007 12,434

高齢者人口

（65歳以上）

総人口（人）

神川町

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）
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２．人口構成 
 

本町の令和５年 10月１日現在の人口構成を人口ピラミッドでみると、男女ともに 70

～74 歳にピークがあり、65～74 歳の前期高齢者層が厚くなっています。ここには団塊

の世代（令和５年に 74～76 歳）が含まれており、第９期計画期間中の令和７年にはこ

の世代の全員が後期高齢者になります。 

 

 

■人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳（令和５年 10月１日現在） 

※団塊の世代は主に昭和 22(1947)年～昭和 24(1949)年に生まれた人を指します。 
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３．人口推計 
 

令和６年から令和 22 年までの人口推計をみると、総人口は減少傾向となり、令和７

年には 12,894人、令和 12 年には 12,775人、令和 22 年には 11,710人になると予測さ

れます。 

また、総人口に占める 65 歳以上の高齢者人口割合（高齢化率）は上昇傾向で、令和

７年には 33.8％と推計され、令和２年から 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇すると予測されます。 

 

■人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※神川町人口ビジョン（令和２年３月改訂）及び住民基本台帳（令和５年 10月１日現在）を基に算出 

1,197 1,209 1,222 1,270 1,306 1,341
7,388 7,331 7,275 7,049 6,525 6,001

4,334 4,354 4,375 4,456 4,412 4,368

33.5 33.8 34.0 34.9 36.0 37.3

0

10

20

30

40

50

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和６

(2024)年

令和７

(2025)年

令和８

(2026)年

令和12

(2030)年

令和17

(2035)年

令和22

(2040)年

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口 高齢化率

（人） （％）

12,919 12,894 12,872 12,775 12,243 11,710
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４．世帯の推移 

 

（１）世帯総数 

本町の世帯総数は令和５年 10 月１日現在、5,883 世帯となっています。世帯総数は

増加傾向が続いていますが総人口が減少しており、１世帯あたりの人口は年々減少して、

令和５年は 2.20人/世帯となっています。 

 

■世帯総数と１世帯あたり人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※神川町：住民基本台帳（各年 10月１日現在） 

 埼玉県：埼玉県町（丁）字別人口調査（令和５年１月１日現在） 

埼玉県

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年 (2023)年

世帯総数
（世帯）

5,665 5,690 5,749 5,755 5,862 5,883 3,470,032

１世帯あたりの人口
（人）

2.42 2.38 2.33 2.30 2.24 2.20 2.13

神川町

5,665 5,690 5,749 5,755 5,862 5,883

2.42 2.38
2.33 2.30 2.24 2.20

0.0
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4,000
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10,000

平成30
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令和元

(2019)年

令和２

(2020)年

令和３

(2021)年

令和４

(2022)年

令和５

(2023)年

世帯総数 １世帯あたりの人口

（世帯） （人）
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（２）高齢者のいる世帯 

本町の令和２年 10月１日現在の一般世帯総数は 5,182世帯で、そのうち 65歳以上の

高齢者のいる世帯数は 2,560世帯となっています。一般世帯総数に占める高齢者のいる

世帯の割合は 49.4％で、埼玉県を 10.1 ﾎﾟｲﾝﾄ、全国を 8.7 ﾎﾟｲﾝﾄ上回っています。 

高齢者のいる世帯のうち、高齢夫婦世帯数は 599世帯、高齢独居世帯数は 612世帯と

なっています。一般世帯総数に占める割合は、高齢夫婦世帯が 11.6％、高齢独居世帯が

11.8％で、高齢夫婦世帯の割合は埼玉県や全国を上回り、高齢独居世帯の割合は全国を

下回っていますが埼玉県を上回ります。また、平成 22年から令和２年までの 10年間の

推移では、いずれの構成比も上昇しています。 

 

■高齢者のいる世帯の推移 

単位：実数（世帯）、構成比（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国勢調査（各年 10月 1日現在） 

※国勢調査では、世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しています。「一般世帯」は住居と生計を共にしている人

の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者（会社等の独身寮に居住する単身者を含む）等で、「施設等の世帯」は学校

の寮、病院・療養所の入院者、社会施設の入所者、自衛隊営舎内居住者等が含まれます。 

埼玉県 全国

平成22 平成27 令和２ 令和２ 令和２
(2010)年 (2015)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年

実数 2,056 2,332 2,560 1,240,902 22,655,031

構成比 41.2 46.5 49.4 39.3 40.7

実数 384 487 599 338,189 5,830,834

構成比 7.7 9.7 11.6 10.7 10.5

実数 321 490 612 332,963 6,716,806

構成比 6.4 9.8 11.8 10.5 12.1

実数 1,351 1,355 1,349 569,750 10,107,391

構成比 27.1 27.0 26.0 18.0 18.1

一般世帯総数 実数 4,988 5,015 5,182 3,157,627 55,704,949

高齢者のいる世帯

高齢夫婦世帯

高齢独居世帯

その他

神川町
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５．前期高齢者数、後期高齢者数の推移 
 

本町の令和５年 10 月１日現在の高齢者数は 4,314 人で、そのうち、前期高齢者数が

2,184人、後期高齢者数が 2,130人となっています。一方で、第２号被保険者に相当す

る 40～64歳人口は減少傾向にあり、令和５年には 4,391人となっています。 

高齢者数に占める前期高齢者割合及び後期高齢者割合では、前期高齢者が後期高齢者

を上回る状況が続きましたが、令和３年以降はその差が縮小し、令和５年にはほぼ同数

に近づいています。 

 

■前期高齢者数と後期高齢者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者数に占める前期高齢者割合及び後期高齢者割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※住民基本台帳（各年 10月１日現在） 
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4,172 4,240 4,252 4,293 4,314
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第２節 介護者等の状況 

 

１．要介護認定者数の推移 

 

（１）要介護認定者数の推移 

本町の要支援・要介護認定者数（以下「認定者数」という。）は近年では 500人台後

半で推移しており、令和５年９月末日現在の認定者数は 576人となっています。 

また、認定率（第１号被保険者に占める認定者の割合）は近年では 14％代前半で推移し

ており、令和５年９月末現在は 14.0％となっています。 

 

■要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位:人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

540 561 564 572 578 576

14.1 14.3 14.1 14.2 14.1 14.0

3.0

6.0

9.0
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15.0

0

200

400
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平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和２

(2020)年

令和３

(2021)年

令和４

(2022)年

令和５

(2023)年

認定者数（第１号被保険者） 認定率

（人） （％）

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年

認定者数 555 575 577 587 595 595

第１号被保険者 540 561 564 572 578 576

前期高齢者
（65～74歳）

74 68 69 80 71 73

後期高齢者
（75歳以上）

466 493 495 492 507 503

15 14 13 15 17 19

第１号被保険者数 3,838 3,933 4,006 4,034 4,085 4,110

認定率（％） 14.1 14.3 14.1 14.2 14.1 14.0

第２号被保険者
（40～64歳）
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（２）要介護度別の推移 

要介護度別の推移をみると、近年では要支援１・２でやや増加する傾向が見られ、令

和５年では要支援１が 59 人（前年比 13 人増）、要支援２が 70 人（同 18 人増）となっ

ています。これに対して、要介護１は 142人で前年比 9人の減少、要介護２は 109人で

前年比 11人減少し、要介護４・５も前年より減少しています。 

令和５年の要介護度別の構成比では、要介護１が 23.9％で最も高く、次いで要介護

２（18.3％）、要介護３（15.6％）、要介護４（13.6％）となっています。 

 

■要介護度別の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

■要介護度別の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※介護保険事業状況報告（令和５年９月末現在） 

※介護保険事業状況報告（各年９月末現在） 

要支援１

9.9%

要支援２

11.8%

要介護１

23.9%

要介護２

18.3%

要介護３

15.6%

要介護４

13.6%

要介護５

6.9%

48 57 44 38 46 59
38 39 50 59 52

70
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142

115 113 104 118 120 109
84 89 87 92 88 93
92 88 103 95 86 8147 52 43 39 52 41
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令和５
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

555
575 577 587 595 595
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（３）事業対象者数の推移 

総合事業の介護予防・生活支援サービスを利用することができる事業対象者は、近年

では減少傾向にあり、令和５年の事業対象者数は 34 人、第１号被保険者に対する割合

は 0.8％となっています。 

 

■事業対象者数の推移 

単位:人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業対象者数・第１号被保険者数：各年 10月１日現在 

※事業対象者とは 

65 歳以上の方で、心身の状況、そのおかれている環境その他の状況から、要支援（要

介護）状態となることを予防するための援助を行う必要があると基本チェックリストの

実施により該当した方をいいます。 

基本チェックリストによる認定手続きを行うことで、総合事業の多様な介護予防・生

活支援サービスを利用することができます。 

平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５
(2018)年 (2019)年 (2020)年 (2021)年 (2022)年 (2023)年

事業対象者数 51 58 50 51 48 34

前期高齢者 （65～74歳） 7 8 7 9 7 4

後期高齢者 （75歳以上） 44 50 43 42 41 30

第１号被保険者数 3,838 3,933 4,006 4,034 4,085 4,110

事業対象者の割合 1.3% 1.5% 1.2% 1.3% 1.2% 0.8%
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（４）調整済み認定率 

本町の令和４年の調整済み認定率は 16.0％、調整済み軽度認定率は 9.9％、調整済み

重度認定率は 6.1％となっています。埼玉県、全国との比較では、いずれの指標も埼玉

県、全国を下回っています。 

なお、調整済み認定率とは、認定率に影響を及ぼす「第１号被保険者の性・年齢構成」

の影響を除外した認定率を意味します。 

一般的に、後期高齢者の割合が高い地域は認定率が高くなるため、地域間で認定率を

比較する場合に、第１号被保険者の性・年齢構成の違いが大きな影響を与えます。その

ような要素の違いを調整することにより、それ以外の要素が認定率へ与える影響につい

て、地域間での比較がしやすくなります。 

 

■調整済み認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和４年時点） 

神川町 上里町 美里町 本庄市 埼玉県 全国

調整済み認定率
（要支援１～要介護５）

16.0 15.4 16.0 17.8 18.3 19.0

調整済み軽度認定率
（要支援１～要介護２）

9.9 10.0 8.0 11.1 11.7 12.5

調整済み重度認定率
（要介護３～要介護５）

6.1 5.4 8.0 6.7 6.6 6.5
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第３節 アンケート調査による現状 

 

１．調査概要 

 

（１）調査の目的 

この調査は、令和６年度から令和８年度までを計画期間とする「神川町高齢者福祉

計画・第９期介護保険事業計画」を策定するにあたり、本町の高齢者の日常生活の状

況、心身の状態、介護予防に対する意識、在宅介護の状況、福祉・介護保険事業に関

する意見等をうかがい、計画づくりの参考資料とし活用するために実施しました。 

 

（２）調査の対象 

区 分 調査対象 

① 
介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査 

本町の住民で、65歳以上の方 

（要介護１～５の認定を受けている方を除く） 

② 在宅介護実態調査 
本町の住民で、要支援・要介護の認定を受け、 

在宅で生活している方 

 

（３）調査方法及び調査実施期間 

調査方法：郵送による配布・回収 

調査期間：令和４年 11月 21日（月）～令和４年 12月 15日（木） 

 

（４）発送・回収の状況 

 ① 
介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 

② 

在宅介護実態調査 

発送数 800件 317件 

回収数 425件 179件 

無 効 0件 18件※ 

有効回答数 425件 161件 

有効回答率 53.1％ 50.8％ 

※調査対象者の施設等への入所・入居、長期入院等による無効。 

 

（５）調査結果を見る上での注意事項 

・表、グラフの中の「ｎ」は、各設問に対する回答者数を示しています。 

・百分率（％）の計算は、「ｎ」を分母とし、小数第２位を四捨五入して表示していま

す。したがって、単数回答（１つだけ選ぶ問）においても、四捨五入の影響で％を

足し合わせて 100％にならない場合があります。 
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12.2 41.6 6.6 26.8 9.6 3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族構成をお教えください。（○は１つ）

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答

n=425

88.2 4.2 3.5 4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか。（○は１つ）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

n=425

２．調査結果 

 

（１）家族構成について【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「夫婦２人暮らし（配偶者 65歳以上）」が 41.6％で最も多く、続いて「息子・娘との

２世帯」が 26.8％でした。「１人暮らし」は 12.2％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護・介助の状況について 

①介護・介助の必要性【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「介護・介助は必要ない」が 88.2％を占めました。「何らかの介護・介助は必要だが、

現在は受けていない」は 4.2％、「現在、何らかの介護を受けている」は 3.5％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②介護・介助が必要になった主な原因【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「高齢による衰弱」が 33.3％で最も多く、以下、「骨折・転倒」（18.2％）、「脊椎損傷」

(15.2％)、「認知症（アルツハイマー病等）」（12.1％）の順になっています。 
 

選択肢（回答率上位のみ抜粋） 回答結果（n=33） 

高齢による衰弱 33.3％  

骨折・転倒 18.2％  

脊椎損傷 15.2％  

認知症（アルツハイマー病等） 12.1％  
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4.2 14.1 43.3 36.0 
2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に1回以上は外出していますか。（○は１つ）

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 無回答

n=425

26.1 72.0 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外出を控えていますか。（○は１つ）

はい いいえ 無回答

n=425

（３）外出行動について 

①外出頻度【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

 「ほとんど外出しない」が 4.2％、「週１回」が 14.1％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外出を控えているか【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

 全体の 26.1％が外出を控えていると回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③外出を控えている理由【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「その他」が 47.7％でしたが、多くは新型コロナウイルスの影響をあげており、次に

多かった理由は「足腰などの痛み」（32.4％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.4%

10.8%

9.9%

8.1%

7.2%

5.4%

5.4%

5.4%

0.9%

47.7%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

足腰などの痛み

外での楽しみがない

交通手段がない

トイレの心配（失禁など）

耳の障害（聞こえの問題など）

病気

目の障害

経済的に出られない

障害（脳卒中の後遺症など）

その他

無回答

外出を控えている理由は、次のうちどれですか。（○はいくつでも）

n=111
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7.5 50.4 32.0 6.6 3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域活動への参加者としての参加希望（○は１つ）

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答

n=425

（４）地域での活動について 

①地域活動への参加状況【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

月１回以上参加している地域活動としては、「収入のある仕事」が 22.4％、「趣味関係

のグループ」が 17.9％、「スポーツ関係のグループやクラブ」が 17.4％の順となってい

ます。いずれの地域活動も、「参加していない」割合が過半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域活動への参加者としての参加希望【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「既に参加している」が 6.6％、「是非参加したい」が 7.5％で、「参加してもよい」

は 50.4％でした。他方、「参加したくない」は 32.0％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 

17.4 

17.9 

2.8 

9.6 

4.0 

5.2 

5.9 

22.4 

7.3 

3.5 

8.7 

4.5

1.9

10.1

27.8

5.6

1.6

70.4

66.6

62.4

77.9

76.7

73.4

53.6

76.2

62.6

13.4 

12.5 

11.1 

14.8

11.8

12.5

13.4

12.2

13.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

老人クラブ

大字や行政区ごとの集まり

地区ごとのサロン

収入のある仕事

定期的に参加（月に１回以上） 年に数回参加 参加していない 無回答

地域活動への参加状況（それぞれ○は１つ） n=425



第１部 総論 

24 

3.1 

31.1 56.0 4.9 4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域活動への企画・運営者としての参加希望（○は１つ）

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答

n=425

9.2 82.6 8.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

n=425

あなたは、介護支援ボランティアとして活動してみたいと思いますか。（○は１つ）

③地域活動への企画・運営者としての参加希望【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

企画・運営者として「既に参加している」が 4.9％、「是非参加したい」が 3.1％で、

「参加してもよい」は 31.1％でした。他方、「参加したくない」は 56.0％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）介護支援ボランティア活動について 

①介護支援ボランティアとしての活動意向【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

神川町には、高齢者の社会参加、生きがいづくりと介護予防、地域ボランティア活動

推進のために介護支援ボランティアを設置していますが、介護支援ボランティアとして

活動してみたいという回答は全体の 9.2％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②介護支援ボランティアとして活動してみたいこと【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

介護支援ボランティアとしてどんな活動をしたいかについては、「在宅高齢者の話し

相手」、「町が行う体操教室などの手伝い」、「デイサービスやサロン等の手伝い」がいず

れも 38.5％でした。 
 

選択肢 回答結果（n=39） 

在宅高齢者の話し相手 38.5％  

町が行う体操教室などの手伝い 38.5％  

デイサービスやサロン等の手伝い 38.5％  

家事の手伝い 12.8％  
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30.6 65.2 4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知症に関する相談窓口を知っていますか。（○は１つ）

はい いいえ 無回答

n=425

（６）認知症について 

①日常生活における不安、悩み、心配ごと【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

一般高齢者※の日常生活における不安、悩み、心配ごととしては、「認知症にならない

か心配」が 23.5％で最も多くなっています。 
 

選択肢（回答率上位のみ抜粋） 回答結果（n=425） 

認知症にならないか心配 23.5％  

歩けなくなるなど基礎体力の低下が心配 21.9％  

地震や火災などの災害の起きたときが心配 18.1％  
 

※一般高齢者とは、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の対象となる要介護認定を受けていない高齢者のことを指し

ます。（以下、同様） 

 

②主な介護者が不安に感じる介護等【在宅介護実態調査】 

主な介護者の最も大きな不安は「認知症への対応」（25.5％）で、身体介護だけでな

く、「食事の準備（調理等）」や「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」といった生活

援助に関する不安も大きくなっています。 
 

選択肢（回答率上位のみ抜粋） 回答結果（n=161） 

身

体

介

護 

認知症への対応 25.5％  

夜間の排せつ 19.3％  

入浴・洗身 19.3％  

外出の付き添い、送迎等 19.3％  

生
活
援
助 

食事の準備（調理等） 22.4％  

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等） 23.0％  

金銭管理や生活面に必要な手続き 12.4％  

 

③認知症に関する窓口の認知【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

認知症に関する相談窓口を知っているのは 30.6％で、全体の 65.2％が認知症に関す

る相談窓口を知らないと回答しています。 
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④認知症に関して重点を置くべき施策【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「認知症のことを相談できる窓口・体制の充実」が 55.8％で最も多く、「認知症の人

が利用できる介護施設の充実」（52.7％）、「できるだけ早い段階から、医療・介護など

のサポートを利用できる仕組みづくり」（51.1％）がわずかの差で続いており、まずは

相談から医療・介護へつなぐ体制づくりが求められています。 

次に、「家族の身体的・精神的負担を減らす取り組み」（47.1％）、「認知症への正しい

知識と理解を持ってもらうための啓発・情報提供」（43.3％）、「家族の仕事と介護の両

立支援などを含めた、経済的負担を減らす取り組み」（40.5％）など、本人や家族が安

心して生活を継続できる環境づくりが求められています。 
 

選択肢（回答率上位のみ抜粋） 回答結果（n=425） 

認知症のことを相談できる窓口・体制の充実 55.8％  

認知症の人が利用できる介護施設の充実 52.7％  

できるだけ早い段階から、医療・介護などのサポート 
を利用できる仕組みづくり 

51.1％  

家族の身体的・精神的負担を減らす取り組み 47.1％  

認知症への正しい知識と理解を持ってもらうための 
啓発・情報提供 

43.3％  

家族の仕事と介護の両立支援などを含めた、経済的 
負担を減らす取り組み 

40.5％  

 

（７）在宅での生活を続けていくために必要だと思う支援やサービスについて 

一般高齢者、要支援・要介護認定者とも「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」

が最も多く、「外出同行（通院、買い物など）」とあわせて外出支援に対するニーズが特

に大きいほか、配食サービスに対するニーズも大きくなっています。 
 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

選択肢（回答率上位のみ抜粋） 回答結果（n=425） 

移送サービス（介護・福祉タクシー等） 32.2％  

配食サービス 31.1％  

見守り、声かけ  30.6％  

外出同行（通院、買い物など） 20.5％  
 

【在宅介護実態調査】 

選択肢（回答率上位のみ抜粋） 回答結果（n=161） 

移送サービス（介護・福祉タクシー等） 26.7％  

外出同行（通院、買い物など） 22.4％  

配食サービス 20.5％  

掃除・洗濯 19.3％  
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62.4%

8.8%

3.2%

2.4%

0.0%

4.0%

21.6%

0% 50%

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

わからない

無回答
ｎ=125

ご家族やご親族の中で、ご本人（調査対象者）の介護を主な理由として、

過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか。

（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）（○はいくつでも）

※自営業や農林水産業のお仕事を辞めた方を含みます。

22.4 17.6 42.4 

0.8 

16.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムで働いている パートタイムで働いている

働いていない 主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

ｎ=125
主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。（○は１つ）

（８）主な介護者の状況について 

①主な介護者の年齢【在宅介護実態調査】 

60歳代が 37.6％で最も多く、続いて 70歳代が 20.0％、80歳以上が 16.8％となって

おり、60歳以上が約 75％を占めています。 

 

介護者の年齢 
40歳 
未満 

40歳代 50歳代 60 歳代 70歳代 
80歳 
以上 

不明 

回答結果
（n=125） 

2.4％ 3.2％ 15.2％ 37.6％ 20.0％ 16.8％ 4.8％ 

 

②主な介護者の就労状況【在宅介護実態調査】 

「フルタイムで働いている」が 22.4％、「パートタイムで働いている」が 17.6％で、

主な介護者の 40％が働きながら介護をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③介護を理由とした離職状況【在宅介護実態調査】 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が 62.4％となっていますが、「主

な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が 8.8％、「主な介護者以外の家族・親族が仕事

を辞めた（転職除く）」が 3.2％、「主な介護者が転職した」が 2.4％でした。 
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64.6 18.6 8.1 8.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入所・入居は検討していない 入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている 無回答

n=161

現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください。

（○は１つ）

（９）今後の在宅生活の継続について 

①今後の生活について【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「介護サービスを利用しながら在宅での生活を続けたい」が 43.3％で、一般高齢者

の多くは在宅での生活の継続を希望しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施設等への入所・入居の検討【在宅介護実態調査】 

「すでに入所・入居申し込みをしている」が 8.1％、「入所・入居を検討している」が 

18.6％で、合わせて 26.7％が施設への入所・入居を希望しています。他方、「入所・入

居は検討していない」は 64.6％で、在宅での生活の継続を希望する人が多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.3% 16.5%

2.4%

0.5%

25.2%

2.8%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護サービスを利用しながら在宅での生活を続けたい

当面は在宅でよいが、将来は施設に入所したい

高齢者向けの     や     に住み替えて、介護サービスを利用しながら生活したい

可能であれば、今すぐ施設などに入所（入居）したい

わからない

その他

無回答

n=425

今後の生活について、どのような希望を持っていますか。（○は１つ）
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4.2 45.6 39.5 10.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい 利用したいと思わない わからない 無回答

n=425

成年後見制度（任意後見を含みます）を利用したいと思いますか。（○は１つ）

14.0 60.0 10.0 4.0 

2.0 

10.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない 無回答

ｎ=50

主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。（○は１つ）

③主な介護者の仕事と介護の継続【在宅介護実態調査】 

「続けていくのは、かなり難しい」が 4.0％、「続けていくのは、やや難しい」が 10.0％

でした。また、「問題はあるが、何とか続けていける」が 60.0％あり、こうした層の仕

事と介護の継続が困難な状況に陥らないよう支援していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）成年後見制度について 

①成年後見制度の認知度【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

成年後見制度を「知っている」は 36.9％、「制度名を聞いたことはあるが内容は知ら

ない」が 34.1％でした。他方、「知らない」は 20.0％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②成年後見制度の利用意向【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「利用したい」は 4.2％にとどまり、「利用したいと思わない」が 45.6％となってい

ます。また、「わからない」が 39.5％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.9 34.1 20.0 8.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 制度名を聞いたことはあるが内容は知らない 知らない 無回答

n=425

成年後見制度を知っていますか。（○は１つ）
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58.4%

50.6%

21.9%

20.7%

17.2%

13.9%

6.1%

0.9%

7.8%

0% 20% 40% 60%

今のところ制度を利用する必要性を感じていない

制度を利用せずに配偶者や子どもなどに任せたい

他人に財産管理を任せることに不安がある

内容や利用方法がわかりにくい

手続きが複雑そう

どこに相談してよいのかわからない

費用がかかる

その他

無回答 n=425

成年後見制度についてどう思いますか。（あてはまるものすべてに○）

58.4%

50.6%

21.9%

20.7%

17.2%

13.9%

6.1%

0.9%

7.8%

0% 20% 40% 60%

今のところ制度を利用する必要性を感じていない

制度を利用せずに配偶者や子どもなどに任せたい

他人に財産管理を任せることに不安がある

内容や利用方法がわかりにくい

手続きが複雑そう

どこに相談してよいのかわからない

費用がかかる

その他

無回答 n=425

成年後見制度についてどう思いますか。（あてはまるものすべてに○）

35.1 8.9 5.4 38.8 11.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分ひとりで、ある程度利用している

利用しているが、誰かの助けが必要

利用していないが、興味や必要性を感じている

利用していない

無回答

n=425

スマートフォン、タブレット、パソコン等を用いてインターネットを利用して

いますか。（○は１つ）

③成年後見制度についてどう思うか【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「今のところ制度を利用する必要性を感じていない」（58.4％）と「制度を利用せず

に配偶者や子どもなどに任せたい」（50.6％）が半数を上回りました。 

その他、「他人に財産管理を任せることに不安がある」が 21.9％、「内容や利用方法が

わかりにくい」が 20.7％、「手続きが複雑そう」が 17.2％となっており、「どこに相談

してよいのかわからない」も 13.9％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）インターネットの利用について【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

情報提供や通知の手段として、インターネットの利用状況を質問したところ、「自分

ひとりで、ある程度利用している」が 35.1％、「利用しているが、誰かの助けが必要」

が 8.9％で、「利用していない」は 38.8％でした。 
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37.2%

22.6%

16.5%

15.1%

14.6%

14.1%

14.1%

13.9%

13.2%

13.2%

11.5%

10.4%

9.6%

9.4%

7.5%

6.8%

1.9%

0.9%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40%

通院や買い物のための移動の支援

病院や診療所などの医療機関

道路の段差解消など人にやさしいまちづくりの推進

高齢者を地域で見守るような住民の助け合い活動の育成

健康診断や健康相談の充実

ホームヘルパ－など在宅サービス

認知症にならないための施策

高齢者向け住宅の整備や住宅改造の支援

いつでも体操・運動教室ができるスポーツ活動施設の充実

寝たきりにならないための施策

高齢者が身近な地域で集まれる場づくり

福祉や生活に関わる相談の充実

健康教室など健康づくりの推進

特別養護老人ホームなどの施設サービス

ボランティア活動など生きがいづくりの推進

高齢者の働く場の情報提供や就労機会の提供

虐待防止や財産保全など高齢者の権利を守る施策

その他

無回答
n=425

あなたが、今後、力を入れてほしい高齢者施策はどのようなものですか。

（あてはまるもの３つまで）

（１２）力を入れて欲しい高齢者施策について【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

「通院や買い物のための移動の支援」が 37.2％で最も多く、次に「病院や診療所など

の医療機関」が 22.6％となっています。医療サービスの充実とそこへのアクセス面で

の支援が重視されているようです。 

以下、「道路の段差解消など人にやさしいまちづくりの推進」（16.5％）、「高齢者を地

域で見守るような住民の助け合い活動の育成」（15.1％）、「健康診断や健康相談の充実」

（14.6％）、「ホームヘルパ－など在宅サービス」（14.1％）、「認知症にならないための

施策」（14.1％）が続いています。  
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３．アンケート結果からみる主な課題 

 

● 地域全体で見守り、支え合う体制の構築 

アンケートでは、一般高齢者のうち高齢独居世帯と高齢夫婦世帯をあわせると半数を

超えています。今後の家族構成や生活状況の変化によって、見守りや生活支援のニーズ

が高まると考えられることから、在宅での生活を支援する各種サービスの充実に加え、

地域全体で見守り、支え合う体制を構築していく必要があります。 

 

● フレイル対策と介護予防・重度化防止の推進 

一般高齢者で介護・介助が必要な人は多くはありませんが、介護・介助が必要になっ

た原因をみると、「高齢による衰弱」「骨折・転倒」「脊椎損傷」「認知症」等様々なリス

クがあることが分かります。また、外出を控える理由では「足腰などの痛み」が多く、

要介護状態に進む前から、フレイル（運動機能や認知機能等が低下し、生活機能が障害

され、心身の脆弱性が出現した状態）に早く気付き、治療や予防することが大切です。 

また、在宅で生活する要支援・要介護認定者の多くが在宅での生活の継続を希望して

いることから、引き続き介護予防・重度化防止に取り組んでいく必要があります。 

 

● 地域活動への参加促進と担い手の養成 

地域活動に参加していない人の割合が高い一方で、健康づくりや趣味等のグループ活

動への参加希望がある人は 57.9％となっており、参加したい意向はあっても活動に結

びついていない状況がうかがわれます。高齢者が趣味や生きがい、社会的役割を持ち、

健康でいきいきとした生活を送るとともに、地域とのつながりや支え合いの体制を強化

していくには、地域活動への参加を促進していく必要があります。 

また、グループ活動の企画・運営者として参加したい意向がある人は 34.2％となっ

ていることから、地域活動の担い手の養成にも取り組んでいく必要があります。 

  

● 認知症対策の推進 

一般高齢者の日常生活における不安、悩み、心配ごととしては、「認知症にならない

か心配」が最も多くなっています。また、在宅で生活する要支援・要介護認定者の主な

介護者が不安に感じる介護等でも、「認知症への対応」が最も多くなっています。 

しかし、高齢者の増加に伴って今後も認知症高齢者の増加が予想されるなかで、認知

症に関する相談窓口を知っているのは一般高齢者の 30.6％にとどまっています。 

認知症に関して重点を置くべき施策としては、相談受付から医療・介護につなぐ体制

や、本人や家族が安心して生活を継続できる環境づくりが求められています。 

認知症の予防、早期発見・早期対応、認知症に関する相談窓口や医療・介護との連携

を強化するとともに、認知症高齢者を支える家族等を支援していく体制づくりが必要で

す。 
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● 外出に対する支援の充実 

在宅での生活を続けていくために必要だと思う支援やサービスとしては、一般高齢者、

要支援・要介護認定者ともに、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」や「外出同行

（通院、買い物など）」といった外出の支援に対するニーズが大きくなっています。高

齢独居世帯、高齢夫婦世帯が増加しており、家族に外出の手助けを求めることができな

い高齢者が今後も増加していくと予想されることから、地域の多様な資源も活用しなが

ら、高齢者の外出を支援するサービスの提供体制をより一層強化していく必要がありま

す。 

 

● 介護に取り組む家族等への支援の充実 

在宅生活を送る要支援・要介護認定者の主な介護者の年齢は、60 歳以上が約 75％を

占めています。今後は老老介護※の状況が更に増えると見込まれることから、介護が必

要になったときニーズにあったサービスが提供できる基盤の整備を更に進めるととも

に、介護者が抱える悩みや負担の軽減を図る必要があります。 

また、フルタイム・パートタイムで働きながら介護をしている人のうち、「続けてい

くのは、かなり難しい」が 4.0％、「続けていくのは、やや難しい」が 10.0％、「問題は

あるが、何とか続けていける」が 60.0％あることから、こうした層の仕事と介護の継続

が困難な状況にならないよう、必要なサービスの確保、働く家族等に対する相談・支援

の充実をとおして、「介護離職ゼロ」の実現が求められます。 
 
※老老介護とは、65歳以上の高齢者が高齢者の介護をせざるをえない状況のことです。 

 

● 権利擁護の推進 

アンケートでは、成年後見制度※を知っているのは一般高齢者の 36.9％でした。成年

後見制度については「今のところ制度を利用する必要性を感じていない」が 58.4％と

最も多くなっていますが、高齢化が進むなか認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加

が見込まれており、判断能力が不十分な人の権利を擁護する成年後見制度の必要性は今

後益々高まっていくと考えられます。 

誰もが地域において尊厳のある生活を維持していけるよう、判断能力が不十分な高齢

者に対する成年後見制度の利用を図るとともに、地域住民の参画を得ながら、家庭裁判

所、関係行政機関、専門職団体、民間団体等の協働による権利擁護支援の地域ネットワ

ークを整備する必要があります。 
 
※成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分で

ない方について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選び、本人を法律的に支援する

制度です。 

 

 

 



第１部 総論 

34 

第４節 第８期計画の総括（評価と課題） ※抜粋 

 

 第８期計画では、６つの基本目標を定め計画の推進を図りました。各基本目標に対応

する事業について、毎年度の実績の把握に努め、評価と課題を検討しました。 

 

 

◇基本目標１ 健やかで安心した生活づくり 

 

（１）生きがい支援 

・総合福祉センター（いこいの郷）は、令和４年度に大規模改修を行い、会議室と調理

室を設置しました。 

・老人クラブ活動は団体数・会員数とも減少しており、令和５年４月現在で団体数 25

団体、会員数 943人となっています。連合会及び各老人クラブの活動推進を図り、高

齢者福祉の推進と団体数・会員数減少の抑制に努める必要があります。 

・スポーツ・レクリエーション活動は、新型コロナウイルスの流行により活動が減少し

ました。令和４年４月にターゲットバードゴルフ場の利用料を無料化するなど、高齢

者の自主活動の拠点として施設活用を推進し、活動の回復に努めていきます。 

・「高齢者の経済生活に関する調査」（内閣府・令和元年度）によると、現在収入のある

仕事をしている 60 歳以上の人の約４割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と回

答しており、70 歳くらいまで又はそれ以上との回答と合計すれば、約９割が高齢期

においても高い就業意欲を持っています。そうしたニーズにどう応えられるかが今後

の事業運営に大きく影響することから、シルバー人材センターによる就労機会の確保

を図り、町民への周知を行いつつ、豊かで生きがいのある生活の観点から、県や市町

村をはじめとする関係機関と連携を密にし、変動著しい社会情勢にいち早く対応をし

ていく必要があります。 

 

（２）安心して生活できるまちづくり 

・生涯学習まちづくり講座（消費者被害防止）の実施、広報紙、町ホームページ、防災

無線等により、詐欺被害等防止の周知・啓発を行いました。詐欺や悪質商法が巧妙化

しており、更なる高齢化の進展により、高齢者の被害の増加が懸念されます。 

・高齢化や単身世帯の増加により、避難行動要支援者の増加が見込まれます。 

 

（３）疾病予防 

・65 歳以上の方のインフルエンザ予防接種の接種率は毎年 50％程度で、肺炎球菌予防

接種は毎年 200 名程度が接種しています。町の死因の上位に肺炎が入っているため、

引き続き接種率向上に努めていく必要があります。 
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・全てのがん検診の自己負担金無料化、個別検診の併用により受診しやすい環境を整え

ていますが、国の示す受診率の目標値 60％には至っていません。受診率向上に向け

て更に取り組む必要があります。 

・8020 運動の達成者は一定数いますが、歯科疾患実態調査では成人の約７割が歯周病

にり患し、進行した歯周病のある人の割合は改善していません。町の歯科検診の受診

率は２％程度にとどまっており、受診率向上に向けて更に取り組む必要があります。 

・運動の普及については、ウォーキング教室に定員を上回る申し込みがあります。また、

毎日一万歩運動では、男性参加者が約３割となっています。教室への新規参加者と男

性参加者を更に増やすため、健康に関心の薄い層への働きかけが必要です。 

・保健事業と介護予防の一体的な実施については、成人保健事業から介護予防事業にス

ムーズに移行するため、保険担当・保健センター・地域包括支援センターが連携して

います。しかし、現状では、成人保健事業から介護予防事業に移行してくる人が少な

い状況です。 

 

 

◇基本目標２ 介護予防の支援体制づくり 

 

・ふれあい・いきいきサロンについては、各サロンのニーズを把握し、必要な援助や情

報提供を行いました。サロンが未開設の地域があります。 

・町内高齢者の自然増に加え、町外からの転入による高齢者の増加により、地域医療の

供給不足が懸念されます。また、医療給付・介護給付は住所地特例適用のため、転入

前の市区町村が負担していますが、長期入院等で住所地特例非該当になった場合には、

本町における医療給付・介護給付の負担増大が懸念されます。 

・65 歳以上のひとり暮らし又は慢性的な疾患等で常時見守りが必要な方に緊急通報装

置を設置し、急病・事故等で緊急に他者の援助を必要とする場合には速やかな援助を

行いました。 

・閉じこもり予防については、コロナ禍による代替事業として絵手紙交流やクイズ往復

はがきを送付し、返信いただくことでつながりを保ちましたが、今後は本来の事業に

戻していきます。 

・訪問理髪サービス事業は、寝たきり高齢者の福祉向上のために居宅で理髪サービスを

提供する事業ですが、利用者が少なく、介護支援専門員を通じた周知が必要です。 

・移送サービス事業では、要介護者や身体障がい者等に対して、福祉有償運送の登録を

受けた団体が輸送サービスを実施しました。 

・外出支援タクシーでは、医療機関等への通院や買い物の際のタクシー利用料金の一部

を補助し、町民の交通の確保と利用者の負担軽減を図りました。 
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◇基本目標３ 暮らしやすい福祉のまちづくり 

 

・要介護（要支援）の認定を受け、又は介護予防・生活支援サービス事業対象者に登録

され、居宅で介護サービスを利用している方で低所得世帯に属する方に対して、利用

者負担の一部助成を行うことにより適正な給付を確保しました。 

・家族介護者支援（ケアラー支援）として認知症介護家族会を隔月で開催し、介護離職

防止のための情報提供等を行っています。参加者が固定化し、活動に新味が感じられ

なくなる傾向があることが課題です。 

 

 

◇基本目標４ いきいきとゆとりある生活づくり 

 

・第８期期間中に整備対象となった施設については、バリアフリー化を推進しました。

課題として、町としてバリアフリーを優先的に推進する地域や明確な施策を示せてい

ないことがあげられます。 

・福祉教育の推進については、福祉体験学習を町内小中学校で延べ９回実施しました。

体験学習未実施校との連携が課題です。 

 

 

◇基本目標５ 介護保険サービスの基盤づくり 

 

・高齢化の進行に伴い、福祉ニーズは多様化しており福祉に関する相談・指導・助言な

どに携わる社会福祉士や、寝たきりの高齢者などの介護及び介護に関する指導を行う

介護福祉士の役割は大きくなっており、人材の確保が求められます。 

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、介護保険サービスである通所リハ

ビリテーションなどでの人材の確保が求められます。 

・要介護認定者数の増大が見込まれることから、介護支援専門員の増員と質の向上を図

る必要があります。町の被保険者を担当している介護支援専門員に対し、介護支援専

門員各々１件ずつのケアプラン提出を依頼し、点検を実施しました。介護保険制度の

趣旨に合致しない不適切・不正なサービス提供や利用者の自立支援に結びつかないサ

ービス提供がないように、サービス内容の適正化を図っています。 
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◇基本目標６ 地域包括ケアシステムの推進 

 

（１）地域支援事業の推進 

・訪問介護相当事業、通所介護相当事業を実施しています。通所介護相当事業に関して

は町外の事業所が多くを占めています。自立支援において重要な運動機能特化型通所

介護事業所が町内に所在していません。 

・一般介護予防事業として「週いち元気アップ体操」を 10 教室実施し、新型コロナウ

イルス感染症拡大時には代替策としてタブレットを用いたオンライン教室も開始し

ました。体操教室への参加希望者が多く、会場が手狭になっています。 

・介護予防・生活支援サービス事業では、訪問型サービスはシルバー人材センターの協

力により運営していますが、従事者が不足しています。通所型サービスは緩和した基

準による通所介護事業所を指定していますが、旧神泉村地区では未整備となっていま

す。その他の生活支援サービスについては、地域におけるニーズが明確化されていな

い状況にあります。 

・介護予防ケアマネジメントについては、ケアマネジメントの類型化により、利用者の

状況にあったケアマネジメントを行うことが求められます。自立支援に向けた目標を

利用者と共有し、介護予防への意欲を引き出せるよう、信頼関係を構築することが重

要です。 

・介護予防普及啓発事業として、地域サロン等に講師を派遣しています。筋力アップや

口腔機能向上、認知症予防についての教室では、教室参加者のリピーター率が高いも

のの、男性の参加者が少ない状況です。 

・介護支援ボランティアの育成を行っていますが、新規ボランティアが増えず、ボラン

ティアの高齢化が課題です。 

・総合相談窓口として、地域包括支援センターが認知されつつあります。広報や介護予

防事業等を通じて、更に地域包括支援センターを周知していく必要があります。 

・成年後見制度に関する相談件数や成年後見制度町長申立件数が増加していますが、制

度に関する周知はまだ不十分です。令和４年４月に民間 NPO法人に委託して成年後見

制度中核機関を設置し、相談対応にあたっています。 

・高齢者虐待の防止のため、虐待通報ダイヤルの周知や研修会を開催しました。 

・包括的・継続的ケアマネジメントについて、介護支援専門員からの相談が増えていま

す。 

・平成 30 年度に本庄市児玉郡１市３町で協議会を設置し、本庄市児玉郡医師会に委託

して在宅医療･介護連携拠点を配置し相談支援を行っていますが、医療職と介護職の

連携が十分とは言えず、特に地域連携室等の設置がない医療機関との連携が難しい状

況です。 

・生活支援体制整備事業では、高齢者の訪問事業を通じて地域課題の把握を行っていま

すが、地域課題をすべて事業化することは難しい状況です。 
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・認知症総合支援事業では、標準的な認知症ケアパスの作成、認知症地域支援推進員の

配置、認知症初期集中支援チームの設置、認知症カフェの実施等を行いました。 

・地域ケア会議は月１回の開催（偶数月は研修、奇数月は事例検討会）で、グループワ

ークを通じて介護支援専門員同士の横のつながりを持てるよう支援しています。事例

検討会の参加者が減少しているため、内容の検討が必要です。 

・認定調査の正確性を担保し、要支援・要介護認定における公正・公平性を確保する観

点から、新規認定調査については町直営による認定調査を行ったほか、認定調査員に

対する研修などを実施しました。また、要介護認定の委託調査については、定期的な

調査内容の点検をし、適正な調査の遂行に努めました。 

・配食サービス事業では、高齢独居世帯や高齢夫婦世帯を対象として、食事の提供を通

じた見守り活動を実施しており、利用者数は年々増加傾向にあります。 

・小中学校における認知症サポーターキッズ養成講座と、一般住民向けの認知症サポー

ター養成講座を実施していますが、一般向けの講座受講者が少ない状況です。 

 

（２）地域包括ケアシステムの拡充 

・要介護者等の心身の状況や家族等の実態を把握するとともに、介護ニーズの評価を行

い、関係機関との連携を密にし、ネットワークを活用した総合支援を実施しています。 

・関係課所や民生委員等と連携して事業や相談に対応しています。 

・最新の介護保険情報を提供し、関係機関との連携を図るため、ケアマネジャー連絡会

議を月１回開催しています。 

・サービス調整機能の充実及び関係機関との連携強化については、介護サービスの向上

を目指して、研修会・勉強会等を実施しています。情報交換会の開催により顔の見え

る関係の構築に取り組んでいます。 
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第３章 計画の基本方針 

 

第１節 基本理念 

 

高齢社会が進行していく中で、全ての高齢者が住みなれた地域で、自分らしく安心し

て自立し、豊かな生活を送れる社会の実現が求められています。 

そのためには、高齢期においても、町民が地域の中でいきいきと、様々な分野で活動

していけるよう、地域全体で支援していくとともに、たとえ心身の状態によって何らか

の援護が必要になった場合でも、自分らしく生きがいを持って生活できる環境をつくっ

ていくことが重要です。 

高齢者が可能な限り住みなれた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供を目指す地域包

括ケアシステム※1をより一層推進する必要があります。 

また、介護が必要な人や世帯が抱える課題は、近年複雑化・複合化しています。課題

解決のためには、障がい者その他の福祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重

要であるとともに、地域の住民が役割を持ち、支え合い、助け合いながら暮らすことの

できる地域共生社会※2を実現することが必要です。介護予防・生活支援・社会参加を一

体的に推進することは、地域包括ケアシステムの推進を通じて、地域共生社会の実現に

もつながるものです。 

本計画では、令和 22 年を見据えた中長期的な視点を踏まえ、第８期計画での取り組

みを継続・強化しながら、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進を図り、保健、医

療、福祉、教育等各分野の緊密な連携のもとに、「健康で生きがいのある支え合いのま

ちづくり」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 地域包括ケアシステム 

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活

を最期まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことで、地域の実情に合わせた住ま

い・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供を目指しています。 

 

※2 地域共生社会 

地域共生社会とは、地域住民・地域団体・行政などの様々な主体が地域の課題を「我がこと」と

して捉え、住民一人ひとりの暮らしと生きがいを大切にし、地域を共につくる社会のことです。 

基本理念 

健康で生きがいのある支え合いのまちづくり 

 第３章 計画の基本方針 
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第２節 基本目標 

 

本計画の実施に向けて、次の５つの基本目標を掲げ、総合的な施策の展開を図ります。 

 

 

 

 

生涯を通じて、健康でいきいきとした生活を送ることは、高齢者だけでなく、全ての

町民の共通の願いです。介護が必要な状態になることをできる限り予防するため、高齢

者の心身の健康の保持・増進を図ることが求められます。疾病の予防と早期発見・早期

対応、健康診査や健康教室等の事業の充実を図るとともに、高齢者のフレイル状態を把

握した上で、適切な医療サービス等につなげることが重要です。住みなれた地域で、可

能な限り生涯にわたって心身ともに健康でいきいきと暮らすことができるよう、健康の

保持・増進や予防に取り組む環境づくりを推進します。 

また、高齢者が充実した毎日を送るためには、健康であるとともに、生きがいを持っ

て生活できることが重要です。高齢者の一人ひとりが自身の趣味や楽しみを持つだけで

なく、その知識や経験を様々な分野で活用し、地域社会の中で積極的な役割を果たして

いくことのできる環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

介護や介助が必要な人の生活を支援するためには、介護保険制度によるサービスとと

もに、それを補完する様々なサービスを提供していくことが必要です。また、介護され

る人だけでなく、その家族が安心して介護を継続できるよう、家族介護者に対する支援

も充実していく必要があります。 

近年、認知症高齢者が増加傾向にあるうえ、虐待を受ける高齢者の多くが認知症であ

るという事実も明らかになってきています。高齢者の権利擁護を積極的に推進するとと

もに、複雑化・複合化する高齢者やその家族の課題に対して、総合的な相談・支援体制

を整備していく必要があります。 

また、様々な機会を通じて町民の福祉への意識を高め、ボランティア等の福祉活動へ

の積極的参画を促進することにより、地域の人々の支え合いの輪を広げていくことも忘

れてはなりません。 

 

 

 

基本目標１ 健やかでいきいきとした生活づくり 

基本目標２ 暮らしやすい支え合いのまちづくり 
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支援を必要とする高齢者をはじめ、閉じこもりがちな高齢者、高齢夫婦世帯やひとり

暮らし高齢者など、全ての高齢者が生活しやすい、安全で安心な環境づくりが求められ

ています。 

歩道の整備や段差の解消等は、外出を促し社会参画を促進するだけでなく、転倒防止

という面で高齢者の介護予防にもつながることから、バリアフリーやユニバーサルデザ

インを推進していくことが必要です。 

また、住まいの面では、生活に課題を抱える高齢者を支えるため、高齢者福祉施設や

介護保険施設との連携を図るほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の設

置・運営にあたっては、埼玉県と連携して情報交換や指導を行うなど、高齢者の多様な

住まい方のニーズに対応しながら自立した生活を支援します。 

 

 

 

介護保険事業を円滑に推進していくためには、高齢者が自らの選択によって、自身に

ふさわしい介護サービスを利用できることが重要です。サービスの量的確保を図るとと

もに、サービスの質の向上と、介護人材の育成・確保等によるサービス提供体制の一層

の充実が求められます。 

支援を必要とする方が介護保険や保健福祉のサービスを安心して利用できるよう、事

業者への適切な支援・助言をとおして、サービスの質の向上、介護人材確保、生産性向

上等に向けた事業者の取り組みを支援します。また、事業者指導や埼玉県と連携した監

査の実施により制度の適正な運営を図るとともに、団塊ジュニア世代が 65 歳以上とな

る令和 22年を見据えて、介護サービス基盤の整備に取り組みます。 

 

 

 

地域包括ケアシステムは、重度な要介護状態になっても住みなれた地域で自立した生

活を営むために、住まい、医療、介護、予防、日常生活の支援が包括的に確保される体

制のことです。 

本町における地域包括ケアシステムをより深化・推進するため、地域包括支援センタ

ーの体制強化を図るとともに、在宅医療・介護の連携や、認知症施策推進大綱に基づく

認知症施策等を推進します。 

また、高齢者だけでなく、全ての町民が、「保健、医療、介護、福祉」の分野のサー

ビスを「一体的・総合的・継続的」に受けられ、地域住民の健康や介護・福祉などの問

題を的確・迅速に解決するための「全世代・全対象型の地域包括ケアシステム」の構築

を目指します。 

基本目標３ 安心でゆとりのある生活環境づくり 

基本目標４ 介護保険サービスの基盤づくり 

基本目標５ 地域包括ケアシステムの推進 
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第３節 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

健康で生きがいのある支え合いのまちづくり 
 

（１）地域包括支援センターの運営

（２）地域支援事業の推進

（１）災害に対する備え

（２）感染症に対する備え

（１）｢全世代・全対象型の地域包括ケアシ
ステム｣の確立

（２）地域包括ケアシステムの充実

（３）サービス調整機能の充実及び関係機関
との連携強化

（１）要介護認定の適正化

（２）ケアプランの点検／住宅改修の点検／
福祉用具購入・貸与調査

（３）医療情報との突合・縦覧点検

（１）地域包括ケアシステムを支える人材
の確保

（２）サービスの質の向上

（３）業務の効率化

（１）居宅サービス

（２）施設サービス

（３）地域密着型サービス

（１）防犯活動の推進

（２）防災・減災対策の推進

（３）情報提供の充実

（１）バリアフリーのまちづくり

（２）認知症バリアフリーの推進

（３）自立した生活への支援

（１）ひとり暮らし高齢者等の対策の推進

（２）在宅生活の支援

（３）介護サービス利用者・家族支援

（１）地域ぐるみの町民福祉活動の推進

（２）包括的な支援と権利擁護の体制づくり

（１）疾病予防の推進

（２）介護予防対策の推進

（１）高齢者の社会参加・生きがいづくり
への支援

（２）高齢者のスポーツレクリエーション
活動の推進

（３）高齢者の就労支援
１ 健やかでいきいき

とした生活づくり

２ 暮らしやすい支え

合いのまちづくり

３ 安心でゆとりある

生活環境づくり

４ 介護保険サービス

の基盤づくり

５ 地域包括ケアシス

テムの推進

１．生きがいづくりへの支援

２．疾病・介護予防対策の推進

１．高齢者の日常を支える体制づくり

２．総合的支援体制づくり

１．高齢者にやさしいまちづくり

２．安心して生活できる環境づくり

１．介護保険サービスの概要

１．地域包括ケアシステムの構築

２．地域包括ケアシステムの拡充

２．介護保険サービスの量の見込み

３．人材の確保及び質の向上・業務の

効率化

４．介護給付の適正化

５．災害及び感染症に対する備え

基本目標 施策の展開 施策分類
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第４節 日常生活圏域 

 

 

１．日常生活圏域の概要 
 

日常生活圏域の設定方法は、地理的条件や人口規模、交通事情、介護給付等対象サー

ビス提供施設の整備状況など社会的条件を勘案して決定します。そして圏域ごとに、地

域における総合相談の実施、介護予防の推進、包括的・継続的ケアマネジメントの支援

を担う中核機関である「地域包括支援センター」を設置しています。 

 

 

２．日常生活圏域 
 

第９期計画においても本町は人口規模を勘案して、圏域を分けずに全町で１つの圏域

として本計画を進めていきます。 

 

 

３．地域包括支援センターの役割 
 

今後も、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるように

することが求められています。そのためには地域における保健医療サービスや福祉サー

ビスの提供を総合的に行い、地域包括ケアシステムを構築する中核拠点として、介護予

防事業や予防給付に関する指定介護予防支援事業、長期継続的なケアマネジメントの後

方支援を行う包括的・継続的なマネジメント支援業務、総合的な相談支援業務や権利擁

護業務を行っています。 
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第１章 施策の展開 

 

 

第１節 健やかでいきいきとした生活づくり 

 
 

１．生きがいづくりへの支援 

 

日常生活を住みなれた地域で、健康で生きがいを持って豊かに暮らすには、若いとき

から食生活や運動などで健康的な生活習慣を身につけ、趣味や社会活動などに積極的に

取り組むことが重要です。全ての高齢者が心身ともに健康で自分らしい自立した生活を

継続できるよう、健康づくり施策の充実に努めるとともに、高齢者の大半を占める“元

気高齢者”が社会を支える一員として社会参加しやすい体制づくりに取り組みます。 

 

（１）高齢者の社会参加・生きがいづくりへの支援 
 

① 総合福祉センター（いこいの郷） 
 

○これまで、地域包括ケアシステムを推進する観点から、高齢者に係わる福祉・介

護サービス等を調整する、高齢者に重点をおいた拠点機能を有してきた総合福祉

センターですが、令和６年度より「地域全体・世代全体･家庭全体」を巻き込んだ

健康な町づくり構築に向け、世代の段階（ライフステージ）に重点をおいて、よ

り効果的な行政サービスの実現を目指し、総合福祉センター内に保健センターを

移転し、地域包括支援センターと連携した保健・医療・介護の一体的かつ継続的

な支援体制の拠点に変わります。 

 

② 老人クラブ活動の推進 
 

○令和５年４月現在、本町には 25 団体の老人クラブがあり、約 940 人の会員が、

グラウンドゴルフ大会への参加、各クラブにおける地域敬老会、新年会、親睦旅

行等の仲間づくり活動や地域活動に参加しています。 
 

○連合会及び各老人クラブの活動の促進をとおして高齢者福祉の増進を図るとと

もに、団体数の維持と会員数減少の抑制に努めていきます。 
 

■老人クラブ 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

団体数 団体 26 25 25 25 25 25 

会員数 人 1,100 965 943 943 943 943 

 第１章 施策の展開 

※令和５年度は見込値（以下、同様） 

※団体数、会員数は各年度４月１日現在 
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③ ふれあい・いきいきサロン 
 

○社会福祉協議会では、楽しい仲間づくりを目的に、地域を拠点に住民である高齢

者とボランティアが協働で企画運営する「ふれあい・いきいきサロン」を 14 地

区で開設しています。 
 

○身近な場所で気軽に参加できる「ふれあい・いきいきサロン」が町内全域で実施・

継続できるよう、今後も活動支援を継続していきます。 
 

■ふれあい・いきいきサロン 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

サロン数（支援数） 団体 16 14 14 15 15 15 

 

④ 敬老祝金 
 

○１年以上町内に在住している方で満 77 歳・満 88 歳・満 99 歳以上の方に祝金を

支給しています。また、百歳到達者特別長寿祝金として、当該年度中に満 100歳

に到達する方で１年以上町内在住の方に祝金を支給しています。 
 

○長寿を祝福するため、今後も敬老祝金を支給し、高齢者の福祉増進に努めていき

ます。 
 

■敬老祝金 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

77歳（5 千円）支給人数 人 139 102 150 150 150 150 

88歳（2 万円）支給人数 人 61 70 70 70 70 70 

99歳以上（3万円）支給人数 人 13 15 15 15 15 15 

100 歳（5万円）支給人数 人 7 4 4 4 4 4 
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（２）高齢者のスポーツ・レクリエーション活動の推進 
 

○年間を通してターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ゲートボール、フラダ

ンス、ダンベル体操、ウォーキング、民踊等の活動があり、高い人気を集めていま

す。心身ともに健康で生きがいのある生活が送れるよう、参加者の多様なニーズに

対応しつつ、高齢者のスポーツ・レクリエーション活動を積極的に推進します。 
 

○活動拠点としては、総合福祉センターをはじめ中央公民館、海洋センター、ふれあ

いセンター、ゆ～ゆ～ランド、神川げんきプラザ、多目的交流施設や集会所などが

あります。地域や団体で計画的な利用を行うとともに、これらの施設が高齢者にや

さしく身近に利用できるよう設備・機能の充実に努めます。 
 

○各行政区にある集会所は、住民に最も身近な施設であることから、高齢者が気楽に

集まれるサロンや介護をしている人たちの交流の場、筋力トレーニングなどに利用

できるよう、事業を検討していきます。 
 

○新型コロナウイルスの流行により活動が減少したため、活動の回復に努めます。 

 

 

（３）高齢者の就労支援 
 

○健康で働く意欲を持つ高齢者が増加しており、地域社会との関わりを求めるニーズ

に対応し、高齢者が培ってきた経験や技術を還元してもらうとともに、ボランティ

ア活動を推進します。 
 

○町のシルバー人材センターでは、60 歳以上の働く意欲のある方を会員として登録

し、除草作業、公共施設管理業務などを行っています。 
 

○シルバー人材センターの活用と就労機会確保のため、町民への周知を図るとともに、

生きがいづくりや生活を豊かにする観点から、情報化をはじめとする社会経済の変

化に対応した職業能力の向上が図られるよう、県や関係機関との連携を図りながら

研修等の充実に努めていきます。 
 

■会員数 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

会員数 人 151 150 148 150 150 150 

粗入会率 ％ 2.9 2.9 2.8 3.0 3.0 3.0 

※粗入会率は神川町の 60歳以上の人口の中の会員の割合 

※公益社団法人 神川町シルバー人材センター中期・長期計画より 
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２．疾病・介護予防対策の推進 

 

高齢者が健やかで安心した生活を送るために「健康」は重要です。そのためには日頃

から、運動、休養、睡眠、食事バランスに気を配り実践することが大事です。健康で自

立した生活を過ごせるよう、様々な施策を推進します。 

また、2040年までに健康寿命を 75歳以上とすることを目標とする「健康寿命延伸プ

ラン※」が策定され、介護予防は目標達成に向けた取り組みの柱のひとつとして位置づ

けられました。高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うとともに、

通いの場の活用や機能回復訓練等のアプローチにより、介護予防を推進します。 

※厚生労働省 2019年策定 

 

（１）疾病予防施策の推進 
 

① インフルエンザワクチン・肺炎球菌ワクチン接種助成事業 
 

○65 歳以上の方にインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌予防接種の公費助成を行

っており、いずれも町が契約した医療機関で個別接種が行われます。 
 

○インフルエンザや肺炎の予防について正しく理解してもらうため、広報等を利用

して情報発信し、接種率向上を目指していきます。 
 

■予防接種 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

インフルエンザ 
予防接種者数 

人 2,467 2,485 2,300 2,600 2,600 2,600 

肺炎球菌 
予防接種者数 

人 208 167 250 250 250 250 
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② がん検診・骨粗しょう症検診 
 

○健康状態の確認や病気の早期発見を通じて、疾病予防・健康の保持増進を図るた

め、肺・胃・大腸・前立腺・乳・子宮頸がん検診、胃がんリスク検査、肝炎ウイ

ルス検査、骨粗しょう症検診を全額公費で実施しています。 
 

○疾病に関する正しい知識を普及し、自分の健康についての意識を高め、受診率の

向上を目指します。また、精密検査受診率の向上にも努めていきます。 
 

■がん検診 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

胃がん検診受診率 ％ 4.1 4.6 4.7 7.0 9.0 11.0 

大腸がん検診 
受診率 

％ 9.9 11.0 11.1 14.0 16.0 18.0 

肺がん検診受診率 ％ 10.8 12.9 12.7 15.0 17.0 19.0 

子宮頸がん検診 
受診率 

％ 7.3 7.4 6.9 10.0 12.0 14.0 

乳がん検診受診率 ％ 10.9 12.3 12.5 15.0 17.0 19.0 

 

③ 歯科保健事業 
 

○30歳から 80歳の５歳間隔の方を対象に、全額公費で個別歯科検診を行っていま

す。また、8020運動の一環として、80歳になっても自分の歯が 20本以上ある方

を対象に表彰を行っています。 
 

○口腔の健康に関心を持てるよう周知するとともに、生活習慣病である歯周疾患の

予防や進行を抑制することで、健康増進を図っていきます。 
 

■歯科保健事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

歯科検診受診者数 人 48 35 26 40 45 50 

8020運動表彰者数 人 13 14 3 10 10 10 
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④ 運動の普及 
 

○運動することにより健康増進を図るため、ウォーキング教室や毎日一万歩運動、

体操教室等を実施しています。 
 

○多くの人が運動に関心を持てるよう、広報等を通じて情報発信するとともに、参

加しやすい教室運営を検討していきます。 
 

■運動の普及 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ウォーキング教室 
参加者数 

人 28 24 23 30 30 30 

毎日一万歩運動 
参加者数 

人 250 229 236 265 280 300 

 

 

（２）介護予防対策の推進 

 

① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 
 

○高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、介護予防を進

めるにあたっては、医療保険者である埼玉県後期高齢者広域連合と連携し、国民

健康保険の保健事業と介護保険の地域支援事業を一体的に実施します。 
 

○成人保健事業と介護予防事業を切れ目なく実施するために、保険担当、保健セン

ター、地域包括支援センターが連携して事業を行います。 
 

○加齢に伴うフレイルや認知症等の進行、社会的なつながりが途絶えがちな高齢者

の身体的、精神的な特性の観点から、個々の状況に応じた支援を行います。 
 

■チャレンジ教室 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

40～64歳参加者数 人 31 26 30 30 30 30 

65～74歳参加者数 人 34 31 30 30 30 30 
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② 一般介護予防事業の充実 
 

○本町では、介護予防普及啓発事業として運動、栄養、口腔衛生等の事業を通じて

介護予防に資する通いの場の拡充を図っています。新型コロナウイルスの流行に

より低下した通いの場への参加率の向上を図ります。 
 

○全ての高齢者が年齢や心身の状況などに関わりなく参加できる一般介護予防事

業を実施するほか、住民が主体となって体操等をする通いの場を一層充実させ、

人と人とのつながりを通じて地域に根差した介護予防活動を推進します。 
 

○介護予防に関する知識の普及や啓発を行うとともに、地域における自主的な介護

予防に資する活動の育成・支援を実施し、各種事業の充実を図ります。 
 

ⅰ）介護予防把握事業 

○心身の状況を判定する基本チェックリストや、地域の実情に応じて収集し

た情報等の活用により、何らかの支援を要する人を把握し、介護予防活動

へつなげます。 
 

ⅱ）介護予防普及啓発事業 

○介護予防に関する知識を普及啓発するため、地域の要望をもとに、歯科衛

生士や理学療法士などを派遣します。 

 

③ 介護予防教室 
 

○おおむね 65 歳以上の高齢者に対し、ボランティアの協力を得ながら、筋力アッ

プや認知症予防、口腔機能向上などの介護予防教室を実施しています。 
 

○転倒に対する不安や認知症予防方法を知りたいという意見が多くある一方で男

性の参加者は少なく、過去に同様の教室に参加したリピーター率が高いのが現状

であるため、閉じこもりがちな高齢者への声かけや周知方法の工夫が必要です。 
 

○介護予防は健康な状態から早期に取り組んでいくことが重要です。介護予防の必

要性を理解してもらう工夫、専門職を活かした事業の展開、ボランティアの活用

や交通手段等も考慮し、より多くの高齢者が継続的に参加できるように努めてい

きます。 
 

■男性の介護予防教室参加者 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

男性のための 
料理教室参加者数 

人 中止 中止 240 250 260 270 

男性の 
体操教室参加者数 

人 94 78 150 155 160 165 

※延べ人数 
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④ 週いち元気アップ体操 
 

○全ての高齢者が参加できる介護予防活動として体操教室を推進します。 
 

○自宅からでも参加できるよう、オンライン教室も継続して展開しています。 
 

■週いち元気アップ体操 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

参加者数 人 3,282 3,328 6,508 6,970 7,400 7,880 

   ※延べ人数 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 
 

○地域における介護予防の取り組みを強化するため、通所・訪問サービス、地域ケ

ア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専

門職等の関与を促進します。 
 

○リハビリテーション専門職によるアドバイザー配置を継続し、地域ケア会議での

介護予防に関する助言や介護保険サービス事業所への相談支援を行います。 
 

○週いち元気アップ体操において理学療法士による個別評価・教室評価を実施し、

個別の体操メニュー提案や教室全体へのアドバイスを行います。 
 

○医療や介護の専門職が関与することでより質の高い取り組みが推進されるよう、

既存の地域資源を活用し、関係団体、関係機関等と協働して、地域リハビリテー

ション支援体制の構築を推進します。 
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第２節 暮らしやすい支え合いのまちづくり 

 

 

１．高齢者の日常を支える体制づくり 

 

（１）ひとり暮らし高齢者等の対策の推進 
 

① 緊急通報システム事業 
 

○ひとり暮らし高齢者等の日常生活上の緊急事態における不安の解消、福祉の増進

を図ることを目的に、急病・事故その他の緊急時に児玉郡市広域消防本部に通報

する緊急通報装置を住宅に設置しています。 
 

■緊急通報システム 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

設置台数 台 44 50 55 60 60 60 

※設置台数は各年度末現在 

 

② 閉じこもり予防 
 

○社会福祉協議会では、65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象として、年２回の昼

食会と年１回の日帰り旅行を実施しています。 
 

○今後もひとり暮らし高齢者の交流事業を実施し、閉じこもりや認知症の予防につ

なげていきます。 

 

③ 救急医療情報キットの配布 
 

○高齢者などの安心・安全を確保することを目的に、かかりつけの病院や服薬内容

などの緊急情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておき、万が一の救

急時に救急隊員がその情報を活用して適切な救急搬送に活かします。 
 

○高齢者世帯の増加に伴い、救急医療への迅速な対応が図れるよう事業を継続的に

推進していきます。 
 

■救急医療情報キット 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

配布人数 人 4 42 50 50 50 50 
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（２）在宅生活の支援 
 

① 介護予防・生活支援サービス事業の充実 
 

○要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護等のサ

ービスに加え、住民主体の支援等も含め多様なサービスを展開します。 
 

○事業の対象者は、要支援者、心身の状況を判定する基本チェックリストにより事

業対象者であると判定された者（介護予防・生活支援サービス事業対象者）とさ

れています。また、総合事業の弾力化に伴い、要介護者においても地域とのつな

がりを維持することを目的として、総合事業の継続利用を可能とします。 
 

○高齢者の増加とともに、支援を必要とする高齢者の増加が懸念される中、特に介

護予防の重要性が認識されています。サービスの利用者は増加傾向にあり、高齢

者が介護予防に取り組むためのサービス提供体制の確保に努めていきます。 
 

○効果的で質の高いサービスが提供されるよう、町が主導して事業関係者に当該事

業の目的やそれに向けて実施すべきことを確認してもらう機会を設けます。 

 

ⅰ）訪問型サービス 
 

○訪問型サービスは、訪問介護相当事業とそれ以外の多様なサービスから構成さ

れます。民間の事業所による生活援助サービスや生活支援コーディネーター等

との連携強化、シルバー人材センターの人材活用等により、多様かつ柔軟な訪

問型サービスの提供を図ります。 
 

■訪問型サービス 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

指定事業所数 箇所 8 10 10 10 11 11 
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ⅱ）通所型サービス 
 

○通所型サービスは、通所介護相当事業とそれ以外の多様なサービスから構成さ

れます。介護保険サービス事業所との連携を強化し、地域の特性やニーズにも

配慮して、多様かつ柔軟な通所型サービスの提供を図ります。 
 

○緩和した基準による通所介護事業所を２箇所指定しています。 
 

■通所型サービス 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

指定事業所数 箇所 24 26 27 27 28 28 

緩和型事業所数 箇所 2 2 2 2 2 2 

 

ⅲ）その他の生活支援サービス 
 

○要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のために栄養改善を目的

とした配食サービスや、住民ボランティアによる見守り等を実施します。 
 

○今後、高齢化率の上昇とともにひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加が見込

まれます。本事業の充実が必要であること、他の事業と一体的に行われる場合

に効果が認められていることから、生活支援協議体及びケアマネジャー連絡会

議と連携しながら地域の実情に合わせて事業を検討していきます。 
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① 在宅支援サービス事業 
 

○高齢独居世帯や高齢夫婦世帯をはじめ、介護や介助が必要な人の不安を解消し、

安心して地域での暮らしを続けることができるよう、地域の事業者やボランティ

ア等とも連携して在宅生活を支援するサービスを提供します。 

 

ⅰ）訪問理髪サービス事業 

○寝たきりの高齢者を対象に、居宅で手軽に理髪のサービスを受けられるよう、

町単独で訪問理髪サービスを実施しています。令和４年度より、実施主体を地

域包括支援センターに移管しました。 

 

■訪問理髪サービス事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 1 1 2 2 3 3 

 

ⅱ）移送サービス事業 
 

○歩行が著しく困難で車いす等を使用している方や、寝たきりで既存の交通機

関を利用することが困難な方が、病院等への通院、生きがい活動支援などへ

の参加、公共機関への往復等にリフト付き自動車を利用することができる移

送サービスを、自家用有償旅客運送の登録を受けた団体が実施しています。 
 

■移送サービス事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

登録団体数 団体 10 9 8 8 8 8 

※児玉郡市福祉有償運送運営協議会における登録団体 

 

ⅲ）吸引器レンタル事業 
 

○要援護高齢者に対し、吸引器をレンタルすることにより、在宅生活を安全に

送れるよう吸引器レンタルを実施しています。 
 

■吸引器レンタル事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 0 0 0 1 1 1 
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ⅳ）外出支援タクシー 
 

○高齢者の外出支援のため、65歳以上の方で現在有効な自動車運転免許証を所

持していない方に、タクシー利用券を交付してタクシー料金の補助を実施し

ています。 
 

■外出支援タクシー 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用登録者数 人 533 510 540 540 540 540 

※登録者数は各年度末現在  

 

 

（３）介護サービスの利用者・家族支援 
 

① 介護サービス利用者負担金助成事業 
 

○要介護（要支援）認定を受け、居宅介護（予防）サービスを利用している方で、

町民税非課税世帯にある方に、適正な介護（予防）サービスを受けていただくた

めに、利用料の一部を助成しています。 
 

■介護サービス利用者負担金助成 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数※ 人 397 469 480 480 480 480 

助成金額 千円 1,440 1,784 2,160 2,160 2,160 2,160 

※延べ人数 

 

② 家族介護支援事業 

 

ⅰ）なっちゃんカフェ（認知症カフェ） 
 

○認知症の方やその家族、地域住民、介護職員などが集い、気軽に悩み相談や世

間話などができるコミュニケーションの場として、「なっちゃんカフェ」（認知

症カフェ）をなっちゃんカフェサポーター（ボランティア）の協力により運営

しています。 
 

■なっちゃんカフェ（認知症カフェ） 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

参加人数 人 中止 22 240 240 240 240 

※延べ人数 
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ⅱ）紙おむつ支給 
 

○おむつを必要とする在宅で暮らす要介護４・５の認定を受けている町民税非課

税の方に、紙おむつを年３回支給しています。施設利用者との公平性を考え、

対象者の基準について検討を行っていきます。 
 

■紙おむつ支給 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 27 41 40 40 40 40 

※延べ人数 

 

ⅲ）家族介護慰労金給付事業 
 

○要介護４・５の認定を受けている町民税非課税世帯の在宅高齢者で過去１年間

介護保険サービス（年間１週間程度のショートステイは除く）を受けなかった

場合に、その高齢者を介護している家族に慰労金の支給を行います。 
 

○ニーズに応じた対応が求められることから、制度の周知を努めるとともに、利

用実績を勘案して事業の見直しを検討していきます。 

 

ⅳ）配食サービス事業 
 

○ひとり暮らしの方や高齢者の世帯などで食事の支度をすることが困難な方を

対象に、食事の提供を実施しています。 
 

○配食サービスは、栄養改善が必要な高齢者に栄養バランスのとれた食事を提供

するだけでなく、安否確認や声かけなどの見守りとしての役割があることから、

地域包括ケアシステムを構成する事業のひとつとしてサービスの利用促進に

努めます。 
 

■配食サービス事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 522 497 500 500 510 510 

※延べ人数 

 

ⅴ）認知症高齢者等見守りシール交付事業 
 

○認知症高齢者等が徘徊した際の早期発見を目的に、QR コードが印刷された見

守りシールを交付しています。発見者が見守りシールの QR コードを読み取る

ことで、家族等と連絡をとることができます。 

○多くの人に事業を知ってもらうために、広報等を通じて情報発信に努めます。 
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ⅵ）住宅改修支援事業 

○住宅改修の適正かつ効果的な活用のため、住宅改修費に関する情報提供、相談

や助言を行うとともに、住宅改修費の支給申請にかかる理由書を作成した場合

の経費の助成を行います。 

 

ⅶ）要介護高齢者介護手当支給事業 
 

○要介護４・５の認定を受けている 65 歳以上の方を在宅で常時介護している方

に支給を行っています。 
 

■要介護高齢者介護手当支給事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

対象者数 人 21 22 20 20 20 20 

支給総額 千円 1,280 1,496 2,208 2,208 2,208 2,208 

 

 

③ 家族介護者支援（ケアラー支援） 
 

○家族等による高齢者介護は、介護者（ケアラー）に非常に大きな心身的負担・経

済的負担がかかるとともに、介護者の生活の一部あるいは相当程度を犠牲にする

こともあります。介護の長期化にともなって介護者の心身的な疲労の蓄積は大き

なものになっているのに加え、介護者も高齢者という場合も多いことなどから、

介護者の日常生活の質を確保するとともに、介護者の心身の健康を保持し、介護

者自身を要介護者にしないことは重要な課題です。 
 

○また、介護だけでなく、心身の健康や貧困などにも対応できるような総合的な窓

口が必要であり、ケアラー自身が病気になるなどの緊急事態が起こった時、要介

護者の生活を支えるためのサービスを利用できる仕組みや、経済的な理由から介

護保険サービスの利用を控えなくても済むような仕組みも必要です。また、無理

なく介護を続けるためには、多様なサービスを円滑に利用できる仕組みを整備す

ることが重要です。 
 

○介護保険サービスは家族介護の負担を軽減するものでもありますが、介護保険サ

ービスの利用によっても介護者の負担が十分に解消されない場合や、介護保険給

付対象外の高齢者を介護している場合などについて、介護負担を軽減し介護者の

リフレッシュや健康の保持を図り、同時に介護の質の維持・向上を引き出してい

くサービス・事業の実施と充実を図っていきます。 
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ⅰ）介護者（ケアラー）等の支援対策の推進 
 

○介護をしている家族の状況把握や相談事業の充実を図るため、在宅サービス提

供事業所、地域の民生委員・児童委員等との連携を保ちながら介護負担に関す

る情報の収集・集約を積極的に進めていきます。 
 

○家庭で介護するうえでの基礎的知識や技術を普及するために、社会福祉協議会

や在宅サービス提供事業所、NPO 法人、ボランティアと協働して「家族介護教

室」、「研修会」開催や介護者の会を行うほか、保健師及び介護支援専門員の個

別訪問による啓発と指導を図りながら、家族介護における不安や負担を少しで

も解消できるよう支援していきます。 
 

○埼玉県ケアラー支援条例に配慮し、ケアラーの支援等に関する知識を深め、社

会全体としてケアラーの支援が推進されるよう普及啓発に努めるとともに、埼

玉県や関係機関等との連携協力体制について検討していきます。 
 

■家族会参加者数 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

家族会参加者数 人 8 7 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ケアラー】 

ケアラーとは、高齢、身体上、精神上の障がい又は疾病等により援助を必要とする親族、友

人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を行って

いる人のことをいいます。 

ケアラーの中でも、１８歳未満の人はヤングケアラーと定義されています。 

埼玉県においては、令和２年３月３１日に全国初の「埼玉県ケアラー支援条例」が公布・施

行され、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、全てのケアラーが健康

で文化的な生活を営むことができる社会を実現することを目指しています。 
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２．総合的支援体制づくり 

 

高齢社会の進展に対応するには、介護保険サービスや行政の公的サービスだけでは十

分とは言えず、自分の健康は自分で守るというセルフケアの発想と、住民相互の身近で

日常的な支え合いが不可欠です。全ての町民が福祉に対する意識を持ち、地域福祉を推

進する環境を整えるため、家庭、地域、教育機関、事業所等と連携して、多様な方法に

より福祉意識の高揚を図っていきます。 

また、近年の複雑化・複合化する高齢者やその家族の課題に対して、総合的な相談・

支援体制を整備していくとともに、高齢者の権利擁護を推進します。 

 

（１）地域ぐるみの町民福祉活動の推進 
 

① 福祉教育の推進 
 

○「心の教育」や地域の信頼関係づくりのために、福祉教育事業を実施しています。 
 

○社会福祉協議会では、各小中学校でアイマスクや車いすの体験など「福祉体験学

習」の支援を実施しています。また、「中学生社会体験チャレンジ事業」として、

毎年複数の中学生が各施設で職場体験事業に参加しています。 
 

○福祉体験学習や職場体験活動を一層進める中で、将来にわたって福祉に関心を持

ち、地域で役立つことに喜びを覚える児童生徒の育成を目指していきます。 
 

■福祉体験学習 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

福祉体験学習 回 8 9 9 10 10 10 

 

② 神川町みんなで支え合いサービス事業 
 

○介護保険事業では対応しきれない支援や買い物代行など日常生活のちょっとし

た困りごとに、地域住民同士で支え合いを行うことで生きがいづくりや介護予防

の促進を図る「神川町みんなで支え合いサービス事業」を実施しています。 
 

○同事業は登録制で、令和５年４月現在、利用会員数（支えてもらう人）30名、協

力会員数（支える人）30名が登録しています。 
 

○地域商品券をお礼に使用することで、地域経済の活性化にもつなげています。 

 

 

 



第２部 各論 

 

64 

■神川町みんなで支え合いサービス事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

支えてもらう人 人 31 30 30 30 30 30 

支える人 人 26 30 30 30 30 30 

活動回数 回 46 92 90 90 90 90 

 

③ 介護支援ボランティア育成事業 
 

○高齢者の特徴を把握し、介護予防教室運営の手法やコミュニケーション技術、認

知症予防のプログラムなどを習得し、地域でボランティアとして活躍できる知

識・技術を学ぶ事業です。 
 

○令和５年４月現在、介護支援ボランティアとして 115名が登録し、地域包括支援

センターの事業や地域のサロン等で活動しています。 
 

○介護予防の取り組みにおける介護支援ボランティアの重要性に鑑み、ボランティ

アが主体的に活動できる仕組みづくりに努めていきます。 
 

■介護支援ボランティア育成事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護支援 
ボランティア数 

人 115 115 116 117 118 120 

 

④ 認知症サポーター養成講座 
 

○地域の方に認知症を正しく理解してもらうことで、認知症高齢者やその家族を温

かく見守る応援者となる認知症サポーターの養成講座を毎年実施しています。 
 

○養成講座を修了した方による、認知症応援隊が活動しています。また、認知症サ

ポーター向けのフォローアップ講座を実施し、認知症高齢者とその家族を地域で

支える体制づくりの充実を図ります。 
 

■認知症サポーター養成講座 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

受講者数 人 214 196 200 200 200 200 
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（２）包括的な支援と権利擁護の体制づくり 
 

① 総合相談事業 
 

○高齢者に対し、介護保険サービスにとどまらず、様々な形での支援を実施してい

くため、地域包括支援センターを中心に地域における関係者とのネットワークを

構築し、高齢者の心身の状況や家庭環境などについての実態把握、必要なサービ

スに関する情報提供などの初期相談対応や、継続的・専門的な相談支援を実施し

ています。 
 

○ひとり暮らし高齢者の見守りや支援ニーズを把握するため、生活支援コーディネ

ーターによるひとり暮らし高齢者訪問活動を実施しています。 
 

○相談件数は増加傾向にあることから、相談窓口の周知を図るとともに、多様な相

談内容に応じるための外部の専門職も含めた相談体制の強化を図ります。 
 

■総合相談事業 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

相談件数 件 737 1,183 1,200 1,200 1,220 1,240 

独居訪問件数 件 388 336 350 355 360 365 

※延べ件数 

 

② 権利擁護事業 

高齢者の生活状況についての実態把握や総合相談の過程で、特に権利擁護の観点

からの支援が必要と判断した場合には、成年後見制度をはじめ、虐待への対応、困

難事例への対応、消費者被害の防止などを行っています。 

 

ⅰ）成年後見制度の活用 
 

○神川町成年後見制度利用促進基本計画に基づき、権利擁護の体制整備と成年後

見制度の利用の促進を図ります。 

 

ⅱ）成年後見制度利用支援事業 
 

○認知症高齢者など、判断能力が不十分で契約などの法律行為において利害の得

失を意思決定することが難しい場合、本人に不利益な契約を結んでしまい被害

にあうおそれがあることから、このような判断能力の不十分な方を保護するた

め、「民法」「老人福祉法」等に基づいて支援します。 
 

○成年後見制度中核機関を設置して相談対応にあたるほか、制度の周知と普及を

図るため、広報紙やパンフレット、町のホームページなどを活用して広報・啓

発活動を行います。 
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ⅲ）高齢者虐待の防止 
 

○高齢者に対する虐待の予防について、在宅支援者や施設介護職員向けの研修会

を開催するとともに、臨床心理士による相談事業を実施しています。 

 

ⅳ）消費者被害の防止 
 

○高齢者の消費者被害が後を絶たないことから、本町では郡市内で協定を結び、

町民が本庄市・上里町の消費生活相談窓口を利用できるようにしています。 
 

○消費者被害防止のための広報活動に取り組むとともに、訪問販売や電話勧誘販

売などの悪徳商法の手口と対策などについて、地域住民から希望があった場合

に生涯学習まちづくり講座を実施しています。 
 

■生涯学習まちづくり講座「消費者被害防止について」 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数 回 7 9 8 8 8 8 
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第３節 安心でゆとりある生活環境づくり 

 

 

１．高齢者にやさしいまちづくり 

 

虚弱な高齢者や要介護状態にある高齢者にとって、配慮が行き届いたやさしいまちづ

くりは、外出のしやすさを確保し社会参加を促進するうえで大切な役割を持っています。 

普段の生活で利用する生活道路について、安全な歩行空間の確保・整備を図るととも

に、カーブミラー、ガードレールといった交通安全施設などハード施設の整備を促進し、

外出する人にやさしい道路交通環境の改善に努めるとともに、高齢者を含めた町民の交

通事故防止運動を継続して行います。 

公共施設についてもスロープや手すりの設置など、バリアフリー化、ユニバーサルデ

ザイン化を進め、全ての人にとって利用しやすい施設環境の整備を図っていきます。 

また、85 歳以上の方の４割以上に認知症の症状が現れると言われており、認知症患

者が今後増えることが予想されることから、認知症バリアフリーの取り組みを地域住民、

事業者、行政が一体となって推進する必要があります。 

居住に関しては、高齢者がその状況に応じた適切な住まいやサービスを確保できるよ

う、高齢者の居住の安定確保及び賃貸住宅の供給に関する状況の把握に努め、住まい方

に関する情報提供を行うなど、介護給付サービス等に関する施策と居住等に関する施策

の有機的な連携を図り、多様な住まい方を支える環境の整備に取り組むことで、高齢者

の自立した生活を支援します。 

 

（１）バリアフリーのまちづくり 
 

○高齢者が安心して外出でき、日常生活の行動範囲が拡大し、快適な自立生活が送

れるよう、身近な生活道路の整備やガードレールをはじめとした交通安全施設の

設置など、道路交通環境の整備を推進するとともに、交通安全運動にも取り組み

ます。 
 

○計画的に道路改修を進めるなかで、歩行空間の確保、段差の解消等に努め、道路

環境におけるバリアフリー化を推進します。 
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（２）認知症バリアフリーの推進 
 

○生活のあらゆる場面で、認知症になってからもできる限り住み慣れた地域で暮らし

続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取り組みを推進し

ます。 
 

○認知症の人が安心して外出できる地域の見守り体制や、認知症サポーター等を認知

症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み（「チーム

オレンジ」）の構築、成年後見制度の利用促進などの各種施策により、地域におけ

る支援体制の整備を推進します。 
 

○また、日本認知症官民協議会の取り組みを踏まえ、認知症の人と接する機会の多い、

金融（銀行・信託・生保・損保・証券）、住宅（マンション）、小売（コンビニ・小

売店・薬局等）、レジャー・生活関連（旅館・ホテル・理容室・飲食業等）等の事業

者の理解と協力を得ながら、認知症の人が安心して暮らせる環境づくりに取り組み

ます。 

 

 

（３）自立した生活への支援 
 

① 養護老人ホーム 
 

○本町には養護老人ホームがないことから、近隣市町村の施設を利用することにな

ります。 
 

○必要に応じて近隣市町村にある施設と入所に関わる調整を図ります。 

 

② 軽費老人ホーム（A・B型） 
 

○本町には、軽費老人ホーム（A型（食事提供あり）・B型（食事提供なし））はあり

ません。入所希望者がいない状態が続いていますが、今後の需要状況の動向をみ

て、関係機関と調整のうえで対応していきます。 

※A型及び B型は経過措置施設として新設は認められていません。 
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③ ケアハウス 
 

○ケアハウスは、身体機能の低下等により自立した日常生活が送れなくなった場合、

食事の提供や相談・援助等により入所者の生活を支援する施設です。60 歳以上

（夫婦で入所する場合はどちらかが 60 歳以上）で独立した生活に不安のある高

齢者が、入所して食事や入浴などのサービスを受ける施設で、入所は入所者と施

設との間の契約により行われます。 
 

○本町にはケアハウスの設置はなく、入所希望者の大幅な増加が見込まれないため、

新たな施設の設置計画もありません。入所希望者は近隣市町村にある施設を利用

することになるため、入所希望者に対する相談や施設の情報提供等に努めていき

ます。 
 

■ケアハウス 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設数 箇所 0 0 0 0 0 0 

入所定員 人 0 0 0 0 0 0 

利用者 人 13 13 12 12 12 12 

 

④ 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 
 

○本町における有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の整備状況は、自治

体規模にしては比較的多く、有料老人ホームが６施設、サービス付き高齢者向け

住宅が５施設設置されています。 
 

○町内の高齢者の自然増に加え、町外からの転入による高齢者の増大により、地域

医療の供給不足が懸念されるなど、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅の供給過多から発生する弊害が問題となってきており、設置者に対して地域の

特性を考慮した整備を促しています。 
 

○町として、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の増設は希望してい

ませんが、今後も必要な整備量の見込みを適切に定めるとともに、質の確保を図

るため、県と連携して設置状況等必要な情報を積極的に把握していきます。 
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２．安心して生活できる環境づくり 

 

少子高齢化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯が増加しており、振り込め詐欺

や悪徳訪問販売などの犯罪が多発し高齢者などの被害が増大しています。 

また、火災や地震などの緊急時における高齢者や一人で移動が困難な障がい者などの

要援護者の支援対策が課題となっています。 

高齢者を中心に、防犯や防災に関する意識の高揚を図り、行政と自主防災組織などの

連携を密にして、緊急時の救護や安否確認などの体制づくりや地域での見守り、防犯・

防災活動を推進します。 

 

（１）防犯活動の推進 
 

○高齢化率や独居率が高まっている中で、町内の一般家庭に振り込め詐欺や還付金詐

欺等の電話がかかってきたという通報は多数報告されています。特に高齢者を狙っ

た電話が多く、子どもや孫、役場職員をかたるなど、偽装工作が巧妙化しています。 
 

○このような犯罪行為を防止するため、地域や各種団体に対し、回覧板、パンフレッ

ト、防災行政無線、防災情報メールなどを活用して、周知、啓発活動を行います。 
 

○民生委員・児童委員などにより地域の見守り活動や防災情報の提供を行い、安心で

きる地域社会を目指して活動していきます。 

 

（２）防災・減災対策の推進 
 

○神川町地域防災計画に基づき、庁内防災部局とも連携して、防災・減災対策に取り

組みます。 
 

○避難行動要支援者名簿の整備を継続的に実施し、災害時に支援が必要な方の迅速な

避難誘導等、避難行動支援体制の確立に取り組みます。 
 

○行政区等での防災講座を積極的に開催するとともに、地震・洪水・土砂災害をはじ

め災害全般に対応したハザードマップの作成・配布、自主防災組織の育成、防災行

政無線戸別受信機の配布など、民生委員・児童委員、警察、消防等との連携を図り

ながら、防災・減災対策を推進します。 
 

○感染症の予防や感染拡大防止策の周知に努めるとともに、感染症発生時の代替サー

ビスの確保に向けた介護事業所等との連携を強化します。 
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■災害時避難行動要支援者台帳登録者数 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

登録者数 人 270 255 270 270 270 270 

 ※各年度末現在 

 

 

（３）情報提供の充実 
 

○地域共生社会の実現を図り、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な福祉サービス提供体制を整備する動きの中で、介護保険を含む高齢者保健

福祉全般に関する情報提供は一層の充実が求められます。 
 

○町では広報紙やホームページを活用し、利用者が安心してサービスを受けられるよ

うに情報提供を行うとともに、地域ケア会議やケアマネジャー連絡会議等でも迅速

な情報提供に努めています。 
 

○新しい制度の普及を含め、必要な情報を必要なときに入手できるよう一層の充実に

努めるとともに、災害の発生や新型コロナウイルス等の感染症の流行に備えて災害

や感染症対策に係る迅速な情報発信について検討していきます。  
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第４節 介護保険サービスの基盤づくり 

 

高齢者が介護を必要とするようになっても、できる限り住みなれた地域で生活が継続

できるようにするため、高齢者の身近な生活圏域においても高齢者の在宅生活を支援す

る地域密着型サービスなど、多様なサービス基盤の整備が必要です。 

要支援・要介護者が、自らの選択で必要に応じた適切なサービスを受けられるよう、

また、医療・介護双方のニーズを持つ高齢者にも配慮し、医療や介護に対するニーズの

変化を把握したうえで、医療・介護サービスの効果的、効率的な提供を図ります。 

 

必要なサービスが安定して供給されるよう、在宅医療の整備状況や整備目標を踏まえ

てサービス量を見込みます。 

居宅サービスについては、訪問リハビリテーションの更なる普及や介護老人保健施設

による在宅療養支援機能の充実を図る等、機能改善型サービスの充実に取り組みます。 

施設サービスについては、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）のサービス見込

量について、特例入所も含め、地域の実情を踏まえた適切な運用を前提とします。 

地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用でき

るものですが、特別な事情があるときは、事業所の所在市町村等の同意により他市町村

の被保険者の利用が可能となっています。 

 

令和 22 年にかけて、将来的には高齢者人口が減少に転じるため、中長期的な視点を

踏まえ、必要な介護サービスの提供が継続されるよう、効率的な施設・サービス整備に

ついて検討していく必要があります。そのためにも、サービス提供事業者への情報提供

をとおして多様な事業者の参入を促進し、介護ニーズに対応したサービス基盤を維持・

整備するとともに、事業者の公正な競争によってサービスの質・量の向上が図られるよ

う誘導していきます。 
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１．介護保険サービスの概要 

 

（１）居宅サービス 

サービス名 概  要 

① 
訪問介護 

（ホームヘルプサービス） 

日常生活に支援が必要な要介護者に対して、ホームヘルパー

（訪問介護員）が訪問し、身体介護や生活援助等を行います。 

② 
訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴介護 

要介護者（要支援者）の居宅を移動入浴車で訪問し、入浴の

介護を行います。 

③ 
訪問看護 

介護予防訪問看護 

医師の指示に基づき、看護師や理学療法士等が要介護者（要

支援者）の居宅を訪問し、療養上の指導や診療の補助を行い

ます。 

④ 
訪問リハビリテーション 

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が要介護

者（要支援者）の居宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生

活自立を補助するためのリハビリテーションを行います。 

⑤ 
居宅療養管理指導 

介護予防居宅療養管理指導 

通院困難な要介護者（要支援者）の居宅を医師、歯科医師、

薬剤師等が訪問し、療養上の管理と指導を行います。 

⑥ 通所介護 

日常生活に支援が必要な要介護者に対して、心身機能の維

持・向上、日常生活の自立支援のため、生活機能や運動機

能、口腔機能向上プログラム、入浴、食事、排せつ等の介護を

行います。 

⑦ 
通所リハビリテーション 

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

心身機能の維持・向上、日常生活の自立を図るため、医師の

指示に基づき、要介護者（要支援者）が介護老人保健施設等

に通所し、理学療法や作業療法によるリハビリテーションを行い

ます。 

⑧ 
短期入所生活介護 

介護予防短期入所生活介護 

要介護者（要支援者）が特別養護老人ホーム等に短期間入所

し、食事、入浴、排せつ等の日常生活の介護や機能訓練等を

行います。 

⑨ 

短期入所療養介護（老健） 

介護予防短期入所療養介護

（老健） 

要介護者（要支援者）が老人保健施設等に短期間入所し、医

学的管理のもとで、看護、介護、機能訓練、日常生活上の援助

を行います。 

⑩ 

特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生

活介護 

指定を受けた有料老人ホームなどに入居する要介護者（要支

援者）に対して、食事や入浴などの日常生活上の介護や、機能

訓練などを行います。 

⑪ 
福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与 

要介護者（要支援者）の在宅生活での自立した生活や介護を

支援するため、福祉用具の貸与を行います。 

⑫ 

特定福祉用具購入費 

特定介護予防福祉用具購入

費 

要介護者（要支援者）の在宅生活での自立した生活や介護を

援助するため、貸与になじまない排せつ・入浴に関する用具購

入費の一部を支給します。 

⑬ 
住宅改修費 

介護予防住宅改修費 

要介護者（要支援者）の在宅生活での自立した生活や介護を

支援するため、自宅の手すりの取り付け、床段差の解消、引き

戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替えなどの

住宅改修費の一部を支給します。 

⑭ 
居宅介護支援 

介護予防支援 

利用者の介護サービス計画（ケアプラン）の作成業務や在宅サ

ービスの提供確保のための事業者との連絡調整等を行います。 



第２部 各論 

 

74 

（２）施設サービス 

サービス名 概  要 

① 
介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で、在宅生活が困難な寝たきり高齢者や認知

症の方に対して、施設において入浴、食事、排せつ等の介護、

日常生活上の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の管理

を行います。 

② 介護老人保健施設 

要介護者でリハビリテーションや介護、看護を中心とした医療ケ

アが必要な方に、自立した生活ができるよう、施設において療

養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の手助け及

び機能訓練、その他必要な医療を行うサービスの提供を行いま

す。 

③ 介護医療院 

長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、

「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機

能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えたサービスの提供を

行います。 
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（３）地域密着型サービス 

サービス名 概  要 

① 
定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に又は密

接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。 

② 夜間対応型訪問介護 

夜間において、1)定期的な巡回による訪問介護サービス、2)利

用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス、3)利用者の通

報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行います。 

③ 

認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型通所

介護 

デイサービスや特別養護老人ホーム等において、通所してきた

認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や生

活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練（リハビリテー

ション）等を行います。 

④ 

小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居

宅介護 

要介護者（要支援者）の心身の状態や希望に応じて、居宅、通

所、短期間の宿泊を組み合わせて、入浴、食事、排せつ等の

介護、日常生活上の援助、機能訓練を行います。 

⑤ 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同

生活介護 

認知症の要介護者（要支援者）が共同で生活し、入浴、食事、

排せつ等の介護、日常生活上の援助、機能訓練を行います。 

⑥ 
地域密着型特定施設入居者

生活介護 

指定を受けた入居定員 29人以下の小規模な有料老人ホーム

などに入居する要介護者に対して、食事や入浴などの日常生

活上の介護や機能訓練などを行います。 

⑦ 
地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

定員 29 人以下の小規模な特別養護老人ホームに入所してい

る要介護者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日

常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。 

⑧ 
看護小規模多機能型居宅介

護 

医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模多機能型

居宅介護サービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供しま

す。 

⑨ 地域密着型通所介護 

定員 18人以下の小規模な通所介護事業所へ通所し、心身機

能の維持・向上、日常生活の自立支援のため、生活機能や運

動機能、口腔機能向上プログラム、入浴、食事、排せつ等の介

護、日常生活上の援助、機能訓練を行います。 
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２．介護保険サービスの量の見込み 

 

（１）居宅サービス 

① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 通所介護 
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⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 短期入所療養介護（老健）・介護予防短期入所療養介護（老健） 
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⑩ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 
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⑬ 住宅改修費・介護予防住宅改修費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 
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（２）施設サービス 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 介護老人保健施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護医療院 
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（３）地域密着型サービス 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 夜間対応型訪問介護 

 

夜間対応型訪問介護の事業所は町内になく、今後は住民ニーズや事業者の動向等

を注視しながら整備について検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

 

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護の事業所は町内にありま

すが、利用実績がないことからサービス量は見込みません。 
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④ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護の事業所は町内になく、利用実績や整備計画

もないことからサービス量は見込みません。 
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⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所は町内になく、利用実績や

整備計画もないことからサービス量は見込みません。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 地域密着型通所介護 
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◎ 地域密着型サービスの必要利用定員総数 

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護は、必要定員総数を定めることが求められており、本町では、

各サービスについて次のように見込みます。 

 

項  目 
第９期見込量 中長期 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12 年度 

認知症対応型共同生活介護 
人数 

（人/日） 
72 72 72 72 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 

人数 

（人/日） 
0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 

人数 

（人/日） 
0 0 0 0 
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３．人材の確保及び質の向上・業務の効率化 

 

 

（１）地域包括ケアシステムを支える人材の確保 
 

○厚生労働省より、第８期介護保険事業計画の介護サービス見込量等に基づいて、都

道府県が推計した介護人材の需要は、令和７年度末には全国で約 243万人（埼玉県

は約 11万５千人）が必要とされており、令和元年度比で約 32万人（埼玉県は約２

万１千人）介護人材を新たに確保する必要があります。 
 

○厚生労働省からは、総合的な介護人材確保対策（主な取り組み）として、「介護職

員の処遇改善」「多様な人材の確保・育成」「離職防止、定着促進、生産性向上」「介

護職の魅力向上」「外国人材の受入れ環境整備」の５つの柱の下、取り組みを推進

していくこととされています。 
 

○地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備や人材確保の観点からは、「介護」

や「障がい」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに

臨機応変に対応することができる共生型サービスの活用を検討する必要もありま

す。 
 

○また、経営の大規模化・協働化により介護サービスの質を確保しつつ人材や資源を

有効に活用することや、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりを促進す

ることも、有効な手段のひとつであると考えられます。 
 

○町としては、国や埼玉県との連携を強化しながら、介護人材の確保に向けた取り組

みを推進していきます。 

 

 

（２）サービスの質の向上 
 

○介護サービス基盤の整備に伴い、サービス提供事業者の質の確保が重要な課題とな

っています。また、介護保険制度で目指す「自立支援」の理念を実現するには、ケ

アマネジメントの質の向上とそれを支える人材の確保が重要です。 
 

○介護サービスは利用者が高齢者であるとともに、直接要介護者等の身体に接するも

のであるため、他の事業に比べて事故が発生する危険性が高く、また、サービス提

供についての不満等が潜在化しやすい傾向があります。 
 

○介護サービス事業所におけるリスクマネジメント（事故防止対策）体制の確立、事

業運営の適正化を通して、サービスの質の向上を促進します。 
 

○また、介護に直接携わる職員の認知症対応能力を高めるため、令和６年度より認知

症介護基礎研修が義務化されることから、研修受講及び介護施設・事業所の認知症

対応力の向上を推進します。 
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（３）業務の効率化・生産性の向上 
 

○介護分野では、国、指定権者・保険者及び介護サービス事業者の間で、指定申請、

報酬請求、指導監査など、様々な文書がやり取りされています。業務の効率化の観

点からは、介護現場における ICTの活用を進めるとともに、介護分野の文書に係る

負担軽減を図ることが重要であり、個々の申請様式・添付書類や手続きの簡素化、

様式例の活用による標準化、電子申請・届出システムの活用等を進める必要があり

ます。 
 

○町としては、国や埼玉県と連携しながら、介護現場における ICTの活用や介護分野

の文書に関する負担軽減を図るとともに、ワンストップ窓口の設置等の総合的な事

業者支援の取り組みを進めていきます。 
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４．介護給付の適正化 

 

介護保険制度が定着し、介護を必要とする割合が高い後期高齢者が増加傾向にあるこ

とから、サービス利用件数は今後も増加すると見込まれます。介護保険制度を維持して

いくためには、不適切な介護給付を削減することが必要であり、介護給付の適正化は大

変重要な目標です。 

介護保険は医療保険と異なり、(1)サービス利用には要介護認定を受ける必要がある

こと、(2)要介護認定に応じた区分支給限度額の範囲内で保険給付が行われること、(3)

サービス提供はケアプランに基づき実施されることといった適正化の仕組みが制度と

して内在しています。これまで、こうした制度的な枠組みを活かす形で給付適正化５事

業を実施してきましたが、個別の適正化事業の取り組みのあり方についての課題が明確

になってきたことから、給付適正化事業を３事業に再編して実施内容の充実を図ること

となりました。 

町としては、再編後の３事業の実施率 100％を目指し、実施件数に係る定量的な目標

値を設定して取組状況を公表します。また、地域差改善や介護給付の適正化に向けて、

埼玉県と議論を行って計画に反映していきます。 

 

（１）要介護認定の適正化 
 

○町の職員が新規、更新、区分変更申請のほとんどの調査を行っています。要介護認

定を行う体制の計画的な整備を行います。 
 

○更新申請件数が増加した場合の調査体制の整備を検討します。調査員の人材確保及

び資質の向上に努めます。 
 

○要介護認定を遅滞なく適正に実施するため、審査の簡素化・効率化の取り組みを推

進していきます。 
 

■要介護認定の適正化 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

点検実施率 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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（２）ケアプランの点検／住宅改修等の点検／福祉用具購入・貸与調査 
 

○利用者の自立支援のためのケアプランが作成されているかどうか、国が示すケアプ

ランチェックマニュアルなどに基づき、ケアプランチェックとケアマネジメントの

専門家による集団指導を実施します。 
 

○住宅改修費の申請時に請求者の実態確認や工事見積書の点検を行い、工事完成後に

訪問調査等により竣工状況の確認を行います。 
 

○福祉用具購入の申請時に事前調査を行い、疑義のある場合は、介護支援専門員に確

認を行います。 
 

○国保連からの給付実績帳票を活用し、費用対効果が期待される帳票を優先して点検

を行います。 
 

■ケアプランの点検 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施件数 件 49 39 40 40 40 40 

 

■住宅改修・福祉用具給付の点検 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

点検件数 件 98 44 50 50 50 50 

 

 

（３）医療情報との突合・縦覧点検 
 

○国保連から提供される各種リストを確認します。費用対効果が期待される帳票に重

点化して実施し、疑義のある場合はサービス事業所や医療機関に確認を行います。 
 

■医療情報との突合・縦覧点検 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

点検件数 件 937 935 940 940 940 940 

 

  



第２部 各論 

 

90 

５．災害及び感染症に対する備え 

 

（１）災害に対する備え 
 

○近年の災害発生状況を踏まえると、日頃から事業所等と連携し、避難訓練の実施や

防災啓発活動、事業所等におけるリスクや、物資の備蓄及び調達状況の確認を行う

ことが重要であることから、事業所等で策定している災害に関する具体的な計画を

定期的に確認するとともに、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認

を促す取り組みを行います。 
 

○災害発生後に業務を中断させないためには、事前の準備に加え、中断した場合でも

実施すべき優先業務を検討し、業務継続計画（BCP）としてとりまとめる必要があ

ることから、介護保険施設・事業所の BCP作成・更新、研修・訓練の実施等を推進

します。 
 

○本町の地域防災計画と調和を図るものとし、その取り組みとも連携・協働しながら、

災害に強いまちづくりを推進します。 

 

（２）感染症に対する備え 
 

○新型コロナウイルス等の感染症に対する備えとして、日頃から事業所等と連携し、

感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染症発

生時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築等を行うことが重要です。 
 

○事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備えが講じられて

いるかを定期的に確認するとともに、業務継続計画（BCP）の策定・更新を支援し

ます。また、事業所等の職員が感染症に対する理解や知見を有した上で業務に当た

ることができるよう、感染症に対する研修の充実を図ります。 
 

○感染症発生時も含めた都道府県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制を整

備するとともに、事業所等における適切な感染防護服、消毒液その他の感染症対策

に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備を進めていきます。 
 

○本町の神川町新型インフルエンザ対策事業継続計画と調和を図るものとし、その取

り組みとも連携・協働しながら、感染症に強いまちづくりを推進します。 
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第５節 地域包括ケアシステムの推進 

 

今後、高齢化が一層進展する中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシス

テムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものです。 

これまで、介護保険制度において地域包括ケアシステムを推進する観点から、生活支

援や介護予防、認知症施策などの取り組みを進めてきましたが、地域住民の複雑化・複

合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築し、地域の特性に応じた認知症

施策や介護サービス提供体制の整備等を促進するため、地域包括ケアシステムの深化・

推進に一層取り組み、地域共生社会の実現を図っていくことが必要です。 

 

１．地域包括ケアシステムの構築 
 

（１）地域包括支援センターの運営 
 

○地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介

護支援専門員等を配置して、３職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持

及び生活の安定のために必要な援助を行うことで、保健医療の向上及び福祉の増進

を包括的に支援することを目的とする施設です。 
 

○主な業務は、介護予防支援及び包括的支援事業（①介護予防ケアマネジメント業務、

②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業

務、⑤地域ケア会議等）で、制度横断的な連携ネットワークを構築して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶設置者：地域包括支援センターは保険者である町が設置しています。 

▶運営及び体制：保健・医療・福祉・介護サービス及び介護予防サービスに関する職能団

体の関係者、介護予防サービス利用者、介護保険被保険者、介護保険以外の地域資源

や地域における相談事業を担う関係者、町民代表者らによって構成される「地域包括支

援センター運営協議会」で運営業務・内容について検討し、「公益性」「地域性」「協働性」

の視点を大切にして運営します。 

▶地域包括支援センターが行う主な業務 

①介護予防ケアマネジメント業務 

【介護予防ケアプランの作成、経過支援、評価等】 

②総合相談支援業務 

【総合的な相談対応、地域におけるネットワーク構築等】 

③権利擁護業務 

【高齢者虐待の防止、虐待の対応、成年後見制度の活用促進等】 

④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

【介護支援専門員への指導・助言】 

⑤地域ケア会議 

【多職種協働の個別事例ケアマネジメントの充実、地域課題の解決】 
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※地域包括支援センターの負担軽減と質の確保を図るため、総合相談支援業務の居宅

介護支援事業所への一部委託や介護予防支援の見直し、地域の拠点の活用によるセ

ンター業務の体制整備の推進等について検討します。 

要介護認定において要支援 1・2

と判定された方や支援が必要にな

るおそれのある方を対象に、介護

予防のケアプランの作成等を行い

ます。 

全ての高齢者の方に関する様々な

相談を受けて、どのような支援が

必要かを把握し適切なサービスに

つなぎます。 

高齢者虐待への対応、悪質な訪問

販売などによる消費者被害の防

止、成年後見制度の活用により、

高齢者の方の権利を擁護します。 

介護に携わる介護支援専門員など

を対象に、充実したケア体制を作

るための指導や助言、関係機関と

の調整を行います。 

介護予防ケアマネジメント 総合相談支援 

高齢者の権利擁護  

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいを持っ
て生活できるよう支援 

従来の業務を評価・改善する
ことにより、地域包括ケアの
取組を充実 

地域医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提供
体制を構築 

早期診断・早期対応等により、
認知症になっても住み慣れた地
域で暮らし続けられる支援体制
づくりなど、認知症施策を推進 

今後充実する業務について
は地域包括支援センターま
たは適切な機関が実施 
＜例＞ 
・基幹的な役割のセンター
に位置づける方法 

・外の適切な機関に委託し
て連携する方法 

・基幹的な役割のセンター
と機能強化型のセンター
で分担する方法   等 

高齢者のニーズとボランティア等の地
域資源とのマッチングにより、多様な
主体による生活支援を充実 

多職種協働による個別事例の
ケアマネジメントの充実と地
域課題の解決による地域包括
ケアシステムの構築 
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（２）地域支援事業の推進 
 

○地域支援事業は、市町村が主体となって実施するもので、被保険者が要介護状態等

となることを予防するとともに、要介護状態等となっても、可能な限り地域におい

て自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とした事業で、

「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」の３つの事

業から構成されています。 
 

○地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援

体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的

に推進するため、地域支援事業の推進を図るとともに、保険者機能強化推進交付金

等を活用して介護予防等に資する独自事業の充実に取り組みます。 

 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 
 

○介護予防・日常生活支援総合事業は、地域の実情に応じた事業展開としての訪問・

通所型サービスや住民主体の支え合い活動、自立支援につながる介護予防ケアマ

ネジメント等の多様な支援から成る介護予防・生活支援サービス事業と、一般介

護予防事業との一体的な支援が求められています。 

 

ⅰ）介護予防・生活支援サービス事業 

ｱ) 訪問型サービス 【P56再掲】 

ｲ) 通所型サービス 【P57再掲】 

ｳ) その他の生活支援サービス 【P57再掲】 

ｴ) 介護予防ケアマネジメント 

○被保険者が要介護状態となることを予防するため、その心身の状況、その

置かれている環境、その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防

事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援

助を行います。 

 

■介護予防ケアマネジメント 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防ケア 
マネジメント件数 

件 760 692 710 730 750 770 

※延べ人数 
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ⅱ）一般介護予防事業 

ｱ）介護予防把握事業 【P53再掲】 

ｲ）介護予防普及啓発事業 

・介護予防教室 【P53再掲】 

ｳ）地域介護予防活動支援事業 

・介護支援ボランティア育成事業 【P64 再掲】 

・一般介護予防事業評価事業 

○介護予防事業の達成状況等を検証し、地域づくりの視点から、一般介護

予防事業を含めた総合事業全体の評価を行い、地域包括支援センター運

営協議会などで議論し、広域的な対応の検討を含めて、事業の見直し・

改善を行っていきます。 
 

・地域リハビリテーション活動支援事業 【P54再掲】 

 

 

② 包括的支援事業 

○包括的支援事業は、地域のケアマネジメントを総合的に行うために、介護予防ケ

アマネジメント、総合相談や支援、権利擁護事業、ケアマネジメント支援などを

包括的に行うもので、これらの事業は、地域包括支援センターが実施します。 

 

ⅰ）総合相談事業 【P65再掲】 

 

ⅱ）権利擁護事業 

ｱ）成年後見制度の活用 【P65再掲】 

ｲ）高齢者虐待の防止 【P66再掲】 

ｳ）消費者被害の防止 【P66再掲】 

 

ⅲ）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 
 

○高齢者が住みなれた地域で暮らすことができるよう、介護支援専門員、主治医、地

域の関係機関等との連携を通じてケアマネジメントの支援を行うとともに、理学

療法士や作業療法士による相談事業を実施し、包括的・継続的なケア体制の構築を

行っています。 
 

○相談件数は増加傾向にあり、さらに相談内容も複雑化していることから、多様な相

談内容に応じるための外部の専門職による相談支援体制を整え、連携・協力体制の

強化に努めます。 
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ⅳ）在宅医療・介護連携推進事業 
 

○医療と介護が必要になっても、自宅などの住みなれた生活の場で療養し、自分らし

い生活を続けていくためには、医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続

的な在宅医療・介護サービスの提供が行われることが必要です。在宅医療・介護を

切れ目なく一体的に提供できる体制の構築を目指し、地域の関係機関の連携体制

の構築を図ります。 

(1) 地域の医療・介護の資源の把握 

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築の推進 

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援 

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

(6) 医療・介護関係者の研修 

(7) ACPの普及 

(8) 地域住民への普及啓発 
 

○本庄市児玉郡１市３町で在宅医療・介護連携推進協議会を設置し、本庄市児玉郡医

師会に委託して在宅医療連携拠点を配置し関係者からの相談対応にあたっていま

す。また、介護職と医療職の連携を促進するため、多職種を対象とした研修会を実

施し、退院時の支援ツールとして入退院調整ルールをもとにアセスメント票を作

成しています。 
 

○在宅医療に関しては、かかりつけ医機能が発揮される身近な地域医療が確保され

るよう、関係機関と協力して取り組みます。 

 

ⅴ）生活支援体制整備事業 
 

○生活支援コーディネーターを配置し、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構

築に向けた資源開発やネットワーク構築などを行います。また、社会福祉法人、介

護保険事業者、地縁組織、地域活動団体等からなる「生活支援協議体」を設置し、

生活支援コーディネーターと情報共有及び参加者相互の連携強化の場として運営

しています。また、連携先が実施している取り組みを評価することも考えられます。 
 

○生活支援担い手養成講座、地域づくりによる高齢者の居場所づくりなどの充実を

目指していきます。 
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ⅵ）認知症総合支援事業 
 

○認知症施策推進大綱を踏まえ、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても自分らし

く日常生活を過ごせる社会を目指して、啓発活動の取り組みや、認知症の人やその

家族に対する支援を推進しています。 

(1) 全小学校における認知症サポーター養成講座、中学校におけるフォローア

ップ講座、商工会の協力による講座の実施等 

(2) 認知症の人やその家族のニーズに合った支援につなげる仕組みとして、認

知症サポーター等による支援チーム「チームオレンジ」を設置 

(3) なっちゃんカフェサポーター（ボランティア）の協力による「なっちゃんカ

フェ（認知症カフェ）」の実施 

(4) 認知症介護者の集いの実施 

(5) 介護予防に資する取り組みである「週いち元気アップ体操」の実施 

○認知症基本法(令和５年成立)の施行に伴い、国が策定する認知症施策推進基本

計画の内容を踏まえて施策を推進していきます。 

 

ⅶ）地域ケア会議 
 

○地域ケア会議では、個別ケースの検討を通じて、自立支援及び重症化予防を目的と

したケアマネジメントへの支援を行うとともに、地域課題の把握を行い、資源開発

につながるよう実施しています。町では、以下の５点を重点課題として地域ケア会

議の充実を図っていきます。 

(1)自立支援・重症化予防型の支援を展開するために必要な知識や技術の取得 

(2)高齢者支援を行う多職種連携の視点の活用 

(3)ケアプランの適正化 

(4)支援者同士が相互に協力し、連携する体制の構築 

(5)地域課題等の分析及び政策立案 
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③ 任意事業 
 

○任意事業の実施主体は市町村で、地域支援事業の理念にかなった事業を、地域の

実情に応じ、市町村独自の発想や創意工夫した形態で実施します。 

 

ⅰ）介護給付等適正化事業 【P88再掲】 

 

ⅱ）家族介護支援事業 

ｱ）紙おむつ支給 【P60再掲】 

ｲ）配食サービス事業 【P60再掲】 

 

ⅲ）その他事業 

ｱ）認知症サポーター養成講座 【P64再掲】 

ｲ）成年後見制度利用支援事業 【P65再掲】 

ｳ）住宅改修支援事業 【P61再掲】 

ｴ）認知症高齢者等見守りシール交付事業 【P60再掲】 
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２．地域包括ケアシステムの拡充 

 

高齢者が住みなれた地域で暮らし続けるためには、地域社会全体で高齢者を支え合い、

自立を支援することが必要です。 

多くの高齢者は、介護が必要になっても住みなれた地域で暮らし続けたいという意向

を持っているにもかかわらず、介護・医療面での不安や、介護する家族の負担などへの

配慮から、施設への入所を選択せざるを得ない状況にあるものと考えられます。こうし

た不安や負担などの問題を解消することにより、高齢者が家族や友人のいる住みなれた

地域でそれまでと変わらない生活を続け、その人らしい生活を送ることができるような

地域の仕組みづくりを推進する必要があります。 

そのためには、地域包括支援センターの相談機能の活用や、関係する医療・保健・福

祉のより一層の緊密な連携による包括的なサービスの提供が必要です。 

また、高齢者の日常生活を支援するためには、地域のボランティア団体等の見守り活

動が重要であり、こうした高齢者の身近な活動の支援を町内全域に広めていくことが課

題となっています。 

高齢者を地域社会全体で見守り、支え合っていくための仕組みづくりや意識の高揚を

図っていきます。 

 

（１）「全世代・全対象型の地域包括ケアシステム」の確立 
 

○共働き世帯の増加や、高齢者の増加により子育てや介護の支援がこれまで以上に必

要になる中、高齢者介護・子育て支援・生活困窮等の分野における核家族化や地域

でのつながりの希薄化により、家族内や地域内での支援の力が低下しています。こ

れらの課題の解決には、「保健、医療、介護、福祉」が一体となって、高齢者だけで

はなく全ての町民が、世代や背景にかかわらず、安心して暮らせるまちづくりの実

現が不可欠となります。 
 

○高齢者施策では、住みなれた地域で生活を継続することができるよう、住まい・医

療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築

に取り組んできました。これからは、こうした包括的な支援の考え方を「全世代・

全対象」に発展・拡大させて、各制度とも連携した「新しい地域包括ケアシステム」

の確立を目指すことが必要となります。 
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（２）地域包括ケアシステムの充実 
 

○「全世代・全対象型の地域包括ケアシステム」の確立に向けて、地域住民の複雑化・

複合化したニーズに対応するためには、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた

支援を一体的に実施することが求められます。 
 

○属性を問わない相談支援は、本人・世帯の属性にかかわらず受け止める相談支援で、

支援関係機関全体で支援を進めるものです。参加支援は、本人・世帯の状態に合わ

せ、地域資源を活かしながら、就労支援、居住支援などを提供することで、社会と

のつながりを段階的に回復するものです。地域づくりに向けた支援は、地域社会か

らの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を

生み出す支援です。 
 

○本人と支援者、地域住民の継続的な関係を築き、それらの関係が一人ひとりの自律

的な生活と生きがいを支えるセーフティネットとなるよう、地域包括ケアシステム

の充実に取り組みます。 
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① 高齢者実態把握事業 
 

○地域の要介護高齢者等の心身の状況及びその家族等の実態を把握するとともに、

介護ニーズ等の評価を行います。 
 

○地域包括支援センターが中心となって地域に積極的に出向き、情報を収集し、ま

た、関係機関と連携を密にし、多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実

態把握や虐待への対応を含む総合的な支援を行います。 

 

② 高齢者を地域全体で支える体制の充実 
 

○保険健康課、保健センター、地域包括支援センター、町民福祉課の各種事業の取

組状況、訪問活動による地域の実態把握とニーズや課題の整理、情報交換を基に、

適切なサービス対応に努めます。 
 

○地域ケア会議や民生委員・児童委員、社会福祉協議会などの関係者の連絡調整を

図りながら、多職種の関係者を集めたネットワーク会議を開催し、地域全体のケ

ア体制づくりに努めていきます。 
 

■高齢者を地域全体で支える体制の充実 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ネットワーク会議 
開催回数 

回 1 1 1 1 1 1 

ケース検討会議 
開催回数 

回 3 5 5 5 5 5 

 

③ 社会福祉協議会との連携 
 

○社会福祉協議会は、本町における社会福祉事業の企画及び実施、事業への住民参

加のための援助など、地域福祉の推進を図ることを目的に事業を展開しています。 
 

○在宅の高齢者や障がい者に対しては、訪問介護事業や居宅介護支援事業の在宅福

祉サービス事業を実施し、車いすの貸出事業や福祉サービス利用援助事業等の生

活を支える地域福祉事業を行政との連携を基に実施しています。また、社会福祉

についての啓発活動やボランティアに対する研修会の開催、各種福祉団体への活

動支援、高齢者の生きがい対策事業、心配ごと相談所の運営等も行っています。 
 

○介護保険対象外サービスや保険の適用除外者に対して町が独自に行う総合的な

サービスについて、社会福祉協議会と連携して地域福祉の推進に取り組みます。 
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④ 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと） 
 

○社会福祉協議会では、判断能力が不十分な高齢者が、安心して生活が送れるよう

に、職員が定期的に訪問し、福祉サービスの利用のこと、日々の暮らしのこと、

暮らしに必要なお金のこと、大切な通帳や書類のことなど、生活していく上で、

一人で判断することに不安のある高齢者等を支援しています。 

※この事業は、埼玉県社会福祉協議会からの受託事業として実施しています。 

 

⑤ ケアマネジャー連絡会議 
 

○高齢者の介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対

象に、効果的な予防サービスの総合調整や、各機関等の業務の情報交換及び連絡

調整を図り、地域ケアの総合調整を行うため、「神川町ケアマネジャー連絡会議」

を毎月１回開催しています。 
 

○地域包括支援センターが中心となって、最新の介護保険情報の提供、関係機関と

の連携強化とともに、介護支援専門員の資質向上にも取り組み、機能の充実を図

ります。 
 

■ケアマネジャー連絡会議 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

参加人数 人 189 176 210 210 210 210 

※延べ人数 

 

（３）サービス調整機能の充実及び関係機関との連携強化 
 

○郡市内にはケアマネジャー協議会、居宅サービス連絡会などがあり、介護サービス

の質の向上を目指して、事例検討会、研修会、勉強会、講演会、情報交換会等を実

施して関係機関と連携した体制づくりを進めています。 
 

○引き続き、多職種・多業種を交えた情報交換などの機会を活用し、関係機関との連

携強化を進めていきます。 
  

○また、中長期的な介護ニーズの見通し等についてサービス提供事業者や地域の関係

機関と共有し、今後のサービス基盤整備のあり方について検討します。 
 

■事例検討会 

項  目 
実績値 見込値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

参加人数 人 72 44 60 60 60 60 

※延べ人数 
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実績値

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年

4,110 4,124 4,142 4,145 4,151 4,091 3,991

4,391 4,358 4,324 4,291 4,158 3,991 3,824

12,943 12,919 12,895 12,871 12,774 12,243 11,711

第１号被保険者数

第２号被保険者数

総人口

区分
第９期 推計値

第２章 介護保険事業費等の推計 

 

 

第１節 要介護者数の将来推計 

 

 

１．被保険者数の推計 

 

被保険者数の推計値は以下のとおりです。 

総人口は減少傾向にあるのに対して、65歳以上の第１号被保険者数は令和 12年頃ま

で増加傾向で推移することが予測されます。40歳から 65歳未満の第２号被保険者数は

減少傾向にあります。 

 

 

■被保険者数の実績値及び推計値 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２章 介護保険事業費等の推計 

※見える化システム（各年 10月１日現在） 

※第１号被保険者数は、高齢者人口から介護保険の適用除外施設入所者、他市区町村からの住所地特例対象施設入所者

を除外したもの（以下同じ） 
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令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和22年

4,034 4,085 4,110 4,124 4,142 4,145 3,991

587 595 595 605 609 617 747

要支援１ 38 46 59 69 68 70 77

要支援２ 59 52 70 64 65 66 78

要介護１ 146 151 142 141 143 144 176

要介護２ 118 120 109 115 116 119 145

要介護３ 92 88 93 89 90 89 109

要介護４ 95 86 81 80 80 81 107

要介護５ 39 52 41 47 47 48 55

第９期 推計値

要介護認定者合計

第１号被保険者数

実績値

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和22年

51 48 34 37 38 38 36

実績値 第９期 推計値

事業対象者数

２．要支援・要介護者・事業対象者数の推計 

 

 令和８年の要支援・要介護者数は、令和５年と比較して 26 人増加するものと推計さ

れます。 

 

■要支援・要介護者数の実績値及び推計値 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業対象者の実績値及び推計値 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※見える化システム(各年 10月１日現在) 

※要支援・要介護認定者数には、第２号被保険者を含む 

※各年 10月１日現在 
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第２節 介護サービス等給付費 

 

 

１．介護サービス 

 

居宅サービスの事業量及び給付費については、令和５年度までの利用実績を踏まえて

推計しました。施設サービス、地域密着型サービスの利用人数及び給付費については、

これまでの給付実績をもとに、入所者の定員を踏まえて推計しました。 

 

 

■介護サービスの給付費の実績値と見込み値                  単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。（以下、同様） 

参考値

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

居宅サービス 328,995 342,380 343,519 379,377 398,602 419,403 541,062

訪問介護 34,657 43,761 42,935 47,837 50,760 52,244 68,783

訪問入浴介護 2,827 4,168 3,739 5,725 6,598 6,887 11,247

訪問看護 10,668 18,710 22,236 29,197 30,155 31,279 41,451

訪問リハビリテーション 782 927 1,454 1,384 1,397 1,822 2,345

居宅療養管理指導 3,663 3,639 4,959 4,407 4,442 4,562 5,373

通所介護 139,698 142,987 140,481 151,556 163,014 170,883 213,948

通所リハビリテーション 36,203 29,859 27,815 29,550 29,694 32,236 44,719

短期入所生活介護 63,005 56,557 57,336 61,461 61,950 64,997 80,350

短期入所療養介護 4,882 2,522 2,895 3,585 3,615 3,766 5,720

福祉用具貸与 24,268 26,595 26,344 27,390 27,752 28,443 34,617

特定福祉用具購入費 973 1,117 1,564 1,577 1,577 1,667 2,468

住宅改修費 2,258 1,974 1,215 2,271 2,271 3,247 4,387

特定施設入居者生活介護 5,109 9,564 10,545 13,437 15,377 17,370 25,654

地域密着型サービス 145,545 146,314 144,381 157,204 169,386 178,952 200,876

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,483 1,239 916 1,775 1,777 1,777 3,270

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型通所介護 38,002 35,881 35,537 41,017 43,419 47,119 58,597

認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 0 0 0 1,595 3,193 3,193 3,193

認知症対応型共同生活介護 106,060 109,194 107,928 112,817 118,557 124,423 133,376

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 0 0 0

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 2,440 2,440 2,440

施設サービス 351,315 342,075 355,578 363,219 375,493 390,160 465,845

介護老人福祉施設 211,252 204,686 204,436 208,427 211,121 220,913 269,875

介護老人保健施設 133,271 129,928 144,598 146,144 155,714 160,589 187,312

介護医療院 6,791 7,461 6,544 8,648 8,658 8,658 8,658

介護療養型医療施設 0 0 0

居宅介護支援 43,466 46,573 46,308 47,797 48,424 48,741 58,908

給付費合計 869,320 877,342 889,787 947,597 991,905 1,037,256 1,266,691

第８期（実績値） 第９期（見込値）

区　　分
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２．介護予防サービス 

 

予防給付の事業量及び給付費については、令和５年度までの介護サービスの給付実績

等をもとに推計しました。 

 

■介護予防サービスの実績値と見込値                      単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．総給付費 

 

介護予防給付費と介護給付費を合わせた総給付費は下表のとおりです。 

 

■総給付費の実績値と見込値                              単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

参考値

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

介護予防サービス 11,534 10,325 11,185 11,867 12,593 14,559 17,789

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 0

介護予防訪問看護 2,259 2,508 1,993 2,445 2,510 2,571 3,192

介護予防訪問リハビリテーション 66 151 153 186 189 192 312

介護予防居宅療養管理指導 0 65 56 65 65 65 150

介護予防通所リハビリテーション 1,690 881 1,497 1,249 1,525 1,739 2,013

介護予防短期入所生活介護 293 61 120 162 243 405 578

介護予防短期入所療養介護 0 0 0 362 423 484 1,209

介護予防福祉用具貸与 2,824 2,979 3,730 3,642 3,789 4,014 4,544

特定介護予防福祉用具購入費 114 90 93 203 294 294 294

介護予防住宅改修費 1,109 760 1,544 1,620 1,620 1,620 2,866

介護予防特定施設入居者生活介護 3,178 2,829 2,000 1,933 1,935 3,175 2,631

地域密着型サービス 0 0 0 0 0 0 0

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 0 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 0

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 0 0

介護予防支援 2,376 2,288 2,501 2,593 2,652 2,878 3,160

給付費合計 13,910 12,613 13,686 14,460 15,245 17,437 20,949

第８期（実績値） 第９期（見込値）

区　　分

参考値

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

869,320 877,342 889,787 947,597 991,905 1,037,256 1,266,691

13,910 12,613 13,686 14,460 15,245 17,437 20,949

883,230 889,955 903,473 962,057 1,007,150 1,054,693 1,287,640

第９期（見込値）

介護サービス給付費

第８期（実績値）

介護予防サービス給付費

総給付費

区　　分
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４．地域支援事業 

 

■地域支援事業の事業費の実績値と見込値                        単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．特定入所者介護（介護予防）サービス 

 

 町民税非課税世帯の要介護者が介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に

入所（入院）した時やショートステイを利用した時、食費・居住費（滞在費）の利用者

負担は、所得に応じた一定額（負担限度額）となり、負担の軽減が図られます。 

 

■特定入居者生活介護サービス費等の給付額の推計                    単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※財政影響額調整後 

参考値

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和22年度

31,806 34,096 35,139 36,259 37,401 38,586 43,613

介護予防・日常生活支援サービス事業 27,479 29,850 30,746 31,826 32,927 34,071 38,469

一般介護予防事業 4,328 4,246 4,394 4,434 4,474 4,515 5,144

8,098 7,048 7,259 8,209 8,292 8,374 9,626

9,478 9,630 9,919 9,919 10,018 10,118 11,630

4,513 4,700 4,843 5,642 5,691 5,740 5,856

在宅医療・介護連携推進事業 1,336 1,087 1,119 1,378 1,392 1,406 1,463

生活支援体制整備事業 1,641 1,854 1,909 2,199 2,221 2,244 2,266

認知症初期集中支援推進事業 0 0 3 3 3 3 3

認知症地域支援・ケア向上事業 970 1,034 1,065 1,265 1,278 1,290 1,303

認知症サポーター活動促進・
地域づくり推進事業

0 0 0 50 50 50 52

地域ケア会議推進事業 567 725 747 747 747 747 770

53,895 55,474 57,161 60,030 61,401 62,818 70,725

任意事業

包括的支援事業
（社会保障充実分）

地域支援事業費

区　　分

第８期（実績値） 第９期（見込値）

介護予防・日常生活支援総合事業

包括的支援事業
（地域包括支援センターの運営）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計
令和22年度
（参考値）

特定入所者介護サービス
費等の給付額

33,474 33,630 34,307 101,411 40,955
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６．高額介護（介護予防）サービス費・高額医療合算介護（介護予防）

サービス費 

 

 居宅サービスや施設サービスの１月あたりの利用者負担額（保険給付対象額）の合計

額（同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額）が上限額を超えた場合、超え

た額を高額介護サービス費として支給します。 

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療費と介護保険の自己

負担を合算して一定の限度額（年額）を超えた場合に超えた部分を高額医療合算介護（介

護予防）サービス費として支給します。 

 

■高額介護サービス費等の給付額の推計                         単位：千円 

 

 

 

 

 

■高額医療合算介護サービス費等の給付額の推計                     単位：千円 

 

 

 

 

 

 

７．算定対象審査支払手数料 

 

 町と国保連との契約により定められた審査支払手数料単価のうち、国庫負担金等の基

準となる単価に３年間の審査支払見込件数を乗じた額です。 

 

■算定対象審査支払手数料の推計                            単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計
令和22年度
（参考値）

高額医療合算介護サービ
ス費等給付額

2,912 2,922 2,980 8,814 3,613

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計
令和22年度
（参考値）

算定対象審査支払手数料 529 531 542 1,602 657

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計
令和22年度
（参考値）

高額介護サービス費等給
付額

16,212 16,291 16,619 49,122 19,785
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第３節 保険料 

 

 

１．費用の負担割合 

 

 「保険給付にかかる費用」と地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業にか

かる費用」及び「包括的支援事業・任意事業にかかる費用」とでは、第２号保険料や調

整交付金の有無が異なります。 

 

■介護保険給付費の負担割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険給付にかかる費用 

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%町

12.5%

県

12.5%

国

20.0%

調整交付金

5.0%

居宅給付費 施設等給付費 

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%町

12.5%

県

17.5%

国

15.0%

調整交付金

5.0%

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%町

12.5%

県

12.5%

国

20.0%

調整交付金

5.0%

地域支援事業費 

(介護予防・日常生活支援総合事業) 

地域支援事業費 

(包括的支援事業・任意事業) 

第１号

被保険者

23.0%

町

19.25%

県

19.25%

国

38.5%
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２．第１号被保険者の保険料 

 

■保険料基準月額の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 令和22年度

第1号被保険者数 人 4,124 4,142 4,145 12,411 3,991

前期高齢者数（65～74歳） 人 1,939 1,886 1,840 5,665 1,561

後期高齢者数（75歳～） 人 2,185 2,256 2,305 6,746 2,430

所得段階別加入割合補正後被保険者数
（C）

人 4,162 4,183 4,183 12,527 4,020

標準給付費見込額（A） 千円 1,015,185 1,060,523 1,109,141 3,184,849 1,352,649

総給付費 千円 962,057 1,007,150 1,054,693 3,023,900 1,287,640

特定入所者介護サービス費等給付額 千円 33,474 33,630 34,307 101,411 40,955

高額介護サービス費等給付額 千円 16,212 16,291 16,619 49,122 19,785

高額医療合算介護サービス費等給付額 千円 2,912 2,922 2,980 8,814 3,613

算定対象審査支払手数料 千円 529 531 542 1,602 657

地域支援事業費（B) 千円 60,030 61,401 62,818 184,249 70,725

介護予防・日常生活支援総合事業費（B') 千円 36,259 37,401 38,586 112,246 43,613

包括的支援事業・任意事業費 千円 23,770 24,000 24,232 72,003 27,113

千円 247,299 258,043 269,551 774,893 370,077

調整交付金相当額（E） 千円 52,572 54,896 57,386 164,855 69,813

調整交付金見込交付割合（H） ％ 2.92 2.72 2.61 6.77

後期高齢者加入割合補正係数（F） － 1.0789 1.0877 1.0926 0.9239

所得段階別加入割合補正係数（G） － 1.0106 1.0104 1.0102 1.0086

調整交付金見込額（I）＝（A＋B')×H 千円 30,702 29,864 29,956 90,522 94,527

財政安定化基金償還金（K) 円 0 0 0 0 0

準備基金の残高（令和５年度末の見込額） 千円 95,000 0

準備基金取崩額（L) 千円 17,300 0

審査支払手数料１件あたり単価 円 40 40 40 40

審査支払手数料支払件数 件 13,230 13,274 13,542 40,046 16,415

審査支払手数料差引額（M） 千円 0 0 0 0 0

市町村特別給付費等（N) 千円 0 0 0 0 0

市町村相互財政安定化事業負担額（O) 千円 0 0

千円 6,900 0

千円 825,025 345,363

予定保険料収納率（R) ％ 98.00 97.00

保険料基準額

保険料基準額〔年額〕（S)=Q÷R÷C 円 67,200 88,560

保険料基準額〔月額〕 S÷12 円 5,600 7,380

第1号被保険者負担分相当額
（D）＝（A+B)×23.0％

保険料収納必要額
（Q)=D-I+E+K-L+M+N+O+P

第９期計画 参考

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額（P)
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３．第１号被保険者の所得段階別保険料 

 

第１号被保険者の所得段階別保険料は、下記のとおりです。 

 

■第１号被保険者の所得段階別保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「合計所得金額」は「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除し

た額」となります。 

・生活保護被保護者等

・老齢福祉年金受給者

・世帯全員が町民税非課税の方

（前年の合計所得金額－年金に係る雑所得＋課税
　年金収入額が80万円以下の方）

世帯全員が町民税非課税の方

（前年の合計所得金額－年金に係る雑所得＋課税
　年金収入額が80万円超120万円以下の方）

世帯全員が町民税非課税の方

（前年の合計所得金額－年金に係る雑所得＋課税
　年金収入額が120万円超の方）

世帯に町民税が課税されている方がいるが、
本人は町民税非課税の方
（前年の合計所得金額－年金に係る雑所得＋課税
　年金収入額が80万円以下の方）

世帯に町民税が課税されている方がいるが、
本人は町民税非課税の方
（第４段階に該当しない方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が120万円未満の方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満
　の方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満
　の方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満
　の方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満
　の方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満
　の方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満
　の方）

本人が町民税課税の方

（前年の合計所得金額が720万円以上の方）

介護保険料

第５段階 5,600 67,200
基準額
×1.00

所得段階 対象者
基準額に対する

負担割合

第１段階 1,596

本
人
が
町
民
税
非
課
税

世
帯
非
課
税

世
帯
課
税

第２段階

第３段階 3,836

第４段階 5,040

114,240

第６段階 6,720 80,640

第７段階 7,280 87,360

第８段階 8,400 100,800

基準額
×1.20

基準額
×1.70

円

円

第９段階 9,520

円

円

基準額
×1.30

基準額
×1.50

円

円

基準額
×0.285

（軽減前 0.455）

基準額
×0.485

（軽減前 0.685）

基準額
×0.685

（軽減前 0.690）

基準額
×0.90

円

円

円

円

19,152

32,592

46,032

60,480

月　額 年　額

円

円

円

円

2,716

円

12,880 円 154,560

円

円

円

円

第10段階
基準額
×1.90

10,640 円 127,680

円

本
人
が
町
民
税
課
税

第13段階
基準額
×2.40

13,440 円 161,280

円

第11段階
基準額
×2.10

11,760 円 141,120 円

第12段階
基準額
×2.30
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第３章 計画の推進 

 

 

 

第１節 推進体制の整備 

 

 

１．組織体制 
 

高齢者施策は、福祉、保健、医療、教育、まちづくり、防災など広範囲にわたってい

ます。その理念を具体化し、施策を展開していくためには行政全般にわたる取り組み体

制を強化し、関係機関との連携強化にも努めます。 

また、福祉、保健、医療、教育などの関係機関、町民や高齢者団体、NPO、サービス提

供事業者の代表者等で構成する施策推進のための組織の設置に努めます。 

 

 

 

２．行財政基盤 
 

世界的な景気低迷により自治体を取り巻く財政環境は、極めて厳しい状況にあります。 

このような状況の中で、地方分権の進展や介護保険の推進など、新たな行政課題への対

応をはじめ、在宅福祉サービスを中心とした福祉施策を更に推進するためには社会経済

状況の変化に対応した諸施策への転換や効率的な行財政運営に努め、財政基盤を確立す

ることが重要です。 

今後は、更に効率的な行財政運営に努めるとともに、国や県の福祉施策の動向を注視

しながら、福祉サービスの利用と負担の適正化や施策の見直しを図ります。 

 

  

 第３章 計画の推進 
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３．計画の進行管理 
 

計画を着実に進行するためには、進行管理体制を確立することが必要です。また、地

域包括ケアシステムが目指す目標の達成に向けて施策が十分な効果をあげているか、客

観的な指標を参照しながら自己点検することが重要であることから、次のように進行管

理を行います。 
 

① 高齢者福祉施策及び介護保険事業を円滑に推進していくため、PDCAサイクルを推

進し、評価結果に基づき、より効果的な支援施策を検討し、所要の対策の実施に

取り組みます。また、評価結果については公表を行います。 
 

② 各年度において、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用した PDCA サイ

クルにより、計画の達成状況の点検及び自己評価を行います。 
 

③事業の質的な評価を行っていけるよう、相談や苦情等をはじめ、町民・団体・事業

者の意見・要望・評価など質的なデータの収集・整理に努めます。 
 

④３年ごとの見直しの時点では、町民や高齢者団体などを含め関係分野から意見を聴

取し、幅広い視点からの評価を行います。 

 

 

■PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 

実行（Do） 

評価（Check） 

改善（Act） 
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第２節 関係機関との連携 

 

 

１．行政間の広域連携 
 

近隣地域等との連携は、様々なスケールメリットや経済的効率性・選択性の拡大など

大きな意味を持つという観点から、情報交流及び各市町村との施策連携を図るなど広域

的な取り組みに努めていきます。 

また、各市町村及び各市町村社会福祉協議会が設置する人材バンク・データベース等

を広域で有効に活用できるよう相互調整に努めます。 

 

 

２．国・県との連携 
 

本町の保険者機能及び県の保険者支援の機能を強化していくため、県の支援や助言を

踏まえながら、保険者機能強化推進交付金等の評価結果を活用して、本町と県により、

地域課題を分析し、地域の実情を踏まえ、高齢者の自立支援や重度化防止の取り組みに

関する目標を定め、目標に対する実績評価及び評価結果の公表を行います。 

 

■計画の達成状況の点検・評価・報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告・点検 
評価 

報告 地域分析 
目標設定 

報告・点検 
評価 

神
川
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画 

埼
玉
県 

国 

有
識
者
委
員
会 
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第４章 神川町成年後見制度利用促進基本計画 

 

１．計画の背景 

平成 28 年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、国はそれまで

の取り組みに加え、ノーマライゼーション※1、自己決定権の尊重※2、身上保護※3の重視

に向けた制度理念の尊重を図るとしました。 

本町においても、「第１期神川町成年後見制度利用促進基本計画」に基づいて、利用

者が安心して成年後見制度を利用できる環境の整備に取り組んできましたが、成年後見

制度の内容や相談先等の周知、権利擁護支援の地域連携ネットワークなどの体制整備は、

まだ十分とはいえない状況にあります。 

高齢化が進むなか、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加が見込まれることから、

権利擁護支援のニーズの多様化、増大に対して、適切に対応していく必要があります。 

 

２．計画策定の趣旨 

成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条第１項に規定する｢成年後見制度利

用促進基本計画｣として、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推

進を図るために、「第２期神川町成年後見制度利用促進基本計画」を「神川町高齢者福

祉計画・第９期介護保険事業計画」と一体的に策定するものです。 

 

３．計画の期間 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とします。 

 

４．基本方針 

 成年後見制度は、認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいにより判断能力が不

十分な人の権利擁護を支える重要な手段です。その利用の促進にあたっては、市民後見

人等の地域住民の参画を得ながら、町をはじめ、家庭裁判所、関係行政機関、専門職団

体、民間団体等の協働による権利擁護支援の地域ネットワークを構築していくことが大

切です。制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することがで

きるよう、町民への制度の周知、関係者への啓発を行いながら、権利擁護支援の体制整

備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 第４章 神川町成年後見制度利用促進基本計画 

※1 ノーマライゼーション 
成年被後見人等が、成年被後見人等でない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重

んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと。 

※2 自己決定権の尊重 
障害者の権利に関する条約第 12 条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行わ

れるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと。 

※3 身上保護 
本人の財産の管理のみならず身上の保護が適切に図られるべきこと。 
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５．成年後見制度利用促進のための施策 

（１）地域連携ネットワークの整備 
 

① チームによる支援体制の構築 

権利擁護支援が必要な人を中心に、後見等開始前には本人に身近な親族や地域、

保健・福祉・医療の関係者などがチームとなって日常的に本人を見守り、後見等開

始後はこれに成年後見人等が加わって、適切に本人の権利擁護が図られる体制づく

りを進めます。 
 

② 協議会の設置 

チームに対する支援や多職種間の連携強化を図るため、家庭裁判所、法律・福祉

の専門職団体、地域の相談支援機関、その他の多様な主体による支援体制を構築し

ます。 
 

③ 中核機関の整備 

地域連携ネットワークを整備し、権利擁護を推進するためには、地域連携ネット

ワークのコーディネートを担う中核的な機関が必要となります。 

町は中核機関としての役割を担い、本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後

見制度に関する相談を受け付け、必要に応じて専門的助言を確保しながら、権利擁

護支援の内容検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行います。また、

専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図ります。 

 

地域連携ネットワークのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中核機関
（神川町）

弁護士会、司法書士会

社会福祉士会 等

家庭裁判所

ＮＰＯ団体 等

医療・福祉・金融団体
民生委員、自治会 等

社会福祉協議会

地域包括支援センター

後見人本人、家族
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（２）成年後見制度の周知・啓発 
 

① 町民への周知・啓発 

町の広報やホームページ、パンフレットの作成・配布、講座の開催等、様々な機

会や手段を活用して情報提供を行います。 
 

③  関係者への周知・啓発 

 判断能力が不十分な方と接する機会が多い福祉・医療・地域関係者等に対して、

地域連携ネットワークを通じて情報提供を行い、支援が必要な人の早期発見につな

げます。 

 

（３）環境整備と利用の促進 
 

① 相談体制の強化 

 中核機関に相談窓口を設置し、法定後見制度や任意後見制度の利用相談に応じま

す。また、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職団体の協力を得て、相談体制

の強化に取り組みます。 

 

② 支援体制の構築 

本人の状況に応じて、親族、福祉・医療・地域の関係者と成年後見人がチームと

なって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を把握して必要な対応を図る体制

の構築に取り組みます。 

また、必要に応じて福祉・法律の専門職が助言・相談等を通して支援に参画する

仕組みの整備に取り組みます。 
 

③ 親族後見人等への支援 

 親族後見人が安心して後見等業務に取り組めるよう、チームでの見守りや地域連

携ネットワークによる支援体制を整備して、日常的な相談への対応や支援の充実を

図ります。 
 

④ 社会福祉協議会による法人後見の促進 

 適切な成年後見人等がいないことで地域での生活が困難になる人を支えるため

には、社会福祉協議会が法人後見人に取り組むことが求められます。社会福祉協議

会による法人後見への取り組みに対して、町は必要な支援を行います。 
 

⑤ 町長申立て 

 成年後見制度を利用する必要性があり、身寄りがないなどで申立てが困難な場合

には、町長申立てを行うとともに必要な手続きに要する費用を町が負担するなどし

て、制度の利用が図られるよう支援します。 
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１ 介護保険運営協議会関係法令等            

 

 

神川町介護保険条例【抜粋】 

 

第４章 介護保険運営協議会 

第１４条 介護保険に関する事項について、調査、審議するため、神川町介護保険

運営協議会を置く。 

 

 

神川町介護保険条例施行規則【抜粋】 

 

第３章 介護保険運営協議会 

（所掌事務） 

第５条 条例第１４条に規定する神川町介護保険運営協議会（以下「協議会」とい

う。）は、次に掲げる事項について調査・審議する。 

（１） 法第１１７条第１項の介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項 

（２） 法第４２条の２第５項、法第７８条の２第６項、法第７８条の４第５項等

に規定する地域密着型サービスに関する事項 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査

及びその他介護保険に関する施策に関する重要事項 

（意見具申） 

第６条 協議会は、前条の規定により調査、審議した結果必要があると認めるとき

は、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第７条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に定めるところにより町長が委嘱又は任命する。 

（１） 被保険者を代表する者 

（２） 医療機関及び地域包括支援センター並びに介護保険サービス提供事業者を

代表する者 

（３） 公益を代表する者 
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（任期） 

第８条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任の残任期間

とする。 

（会長及び副会長） 

第９条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ 

 の職務を代理する。 

（会議） 

第１０条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

４ 会議は、会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者を出席させ説明 

を求め、又は意見を聴取することができる。 

（庶務） 

第１１条 協議会の庶務は、保険健康課介護年金担当において処理する。 
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２ 策定経過                      

 

 

月 日 会議名等 審議内容等 

令和４年 

11月21日～ 

12月15日 

介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査 

要介護認定を受けていない65歳以上の

方800名を対象にアンケートを実施 

在宅介護実態調査 

要支援・要介護の認定を受け、在宅で

生活している方317名を対象にアンケ

ートを実施 

令和５年 

10月５日 

第１回神川町介護保険

運営協議会 

（１）介護保険の状況について 

（２）第９期介護保険事業計画策定に

ついて 

（３）質疑・その他 

12月20日 第２回神川町介護保険

運営協議会 

（１）神川町高齢者福祉計画・第９期

介護保険事業計画策定について 

①計画素案について 

②介護保険料について 

③計画案のパブリックコメント 

について 

④今後のスケジュールについて 

（２）質疑・その他 

令和６年 

１月４日～ 

２月２日 

パブリックコメントの

実施 

公表場所：町ホームページ、保険健康

課、神泉総合支所、中央公

民館 

２月16日 第３回神川町介護保険

運営協議会 

（１）神川町高齢者福祉計画・第９期

介護保険事業計画策定について 

①計画案について 

②介護保険料について 

③計画案のパブリックコメント 

及び今後のスケジュールにつ 

いて 

   ④令和６年度介護保険特別会計 

予算（案）について 

（２）質疑・その他 
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３ 神川町介護保険運営協議会委員名簿          

 

 

構  成 氏  名 所 属 等 

一 被保険者を代表する者 木 村 葉 子 

澁 谷 哲 夫 

石 井 惠 子 

金 井 幸 美 

島 﨑 理恵子 

新 井 モ エ 

第１号被保険者 

第１号被保険者 

第１号被保険者 

第１号被保険者 

第２号被保険者 

第２号被保険者 

二 医療機関及び地域包括 

支援センター並びに介 

護保険サービス提供事 

業者を代表する者 

坂 本 公 也 

礒  安由美 

町 田  誠 

細 井 慈 子 

久 保 雄 大 

医 師 

地域包括支援センター所長 

社会福祉協議会事務局長 

保健センター所長 

介護老人福祉施設 

三 公益を代表する者 赤 羽 奈保子 

○ 中 村 繁 子 

新 井 節 子 

◎ 山 □ 精 一 

議会議員 

民生委員・児童委員協議会 

食生活改善推進委員協議会 

区長会 

計 15名  

（敬称略） 

 

任  期：令和５年10月１日～令和８年９月30日 

法令根拠：神川町介護保険条例第14条並びに同施行規則第７条第１項及び第２項 

 

◎:会長  ○：副会長 
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